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Ⅰ はじめに 

（深刻さを増す少子化） 

我が国の少子化の進行、人口減少は深刻さを増している。第２次ベビーブーム世

代（いわゆる団塊ジュニア）が 40代後半になる中、2019年の出生数（推計）は 86

万 4,000人と過去最少を記録し、いわば「86万ショック」とも呼ぶべき状況となっ

た。出生数の減少は予想を上回るペースで進んでおり、一旦は 1.45 まで回復した

合計特殊出生率もここ数年微減傾向にある。出生数の減少と死亡数の増加を背景に、

我が国の総人口は、2008年をピークに減少局面に入っている。 

少子化の進行は、人口（特に生産年齢人口）の減少と高齢化を通じて、労働供給

の減少、将来の経済や市場規模の縮小、経済成長率の低下、地域・社会の担い手の

減少、現役世代の負担の増加、行政サービスの水準の低下など、結婚しない人や子

供を持たない人を含め、社会経済に多大な影響を及ぼす。時間的な猶予はない。今

こそ結婚、妊娠・出産、子育ての問題の重要性を社会全体として認識し、少子化と

いう国民共通の困難に真正面から立ち向かう時期に来ている。 
 

（少子化の主な原因は、未婚化・晩婚化と、有配偶出生率の低下） 

少子化の主な原因は、未婚化・晩婚化と、有配偶出生率の低下であり、特に未婚

化・晩婚化（若い世代での未婚率の上昇や、初婚年齢の上昇）の影響が大きいと言

われている。 

若い世代の結婚をめぐる状況を見ると、男女共に多くの人が「いずれ結婚する」

ことを希望しながら、「適当な相手にめぐり会わない」、「資金が足りない」などの

理由でその希望がかなえられていない状況にある。また、「一生結婚するつもりは

ない」という未婚者の微増傾向が続いている。 

子供についての考え方を見ると、未婚者・既婚者のいずれにおいても、平均して

２人程度の子供を持ちたいとの希望を持っているが、「子育てや教育にお金がかか

りすぎる」、「これ以上、育児の負担に耐えられない」、「仕事に差し支える」といっ

た理由で、希望がかなわない状況がある。また、夫婦の平均理想子ども数、平均予

定子ども数は低下傾向が続いている。 

このように、少子化の背景には、経済的な不安定さ、出会いの機会の減少、男女

の仕事と子育ての両立の難しさ、家事・育児の負担が依然として女性に偏っている

状況、子育て中の孤立感や負担感、子育てや教育にかかる費用負担の重さ、年齢や

健康上の理由など、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が

複雑に絡み合っている。 

こうした状況を受け、これまでも幼児教育・保育の無償化や高等教育の修学支援

など、子育て支援を拡充してきたところであるが、引き続き今行っている施策の効

果を検証しつつ、こうした希望の実現を阻む 隘路
あ い ろ

の打破に強力に取り組み、個々
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人の希望の実現を後押しするとともに、結婚、妊娠・出産、子育てに希望を持つこ

とができる環境づくりに取り組むことで、多くの人が、家族を持つことや、子供を

生み育てることの喜びや楽しさを実感できる社会をつくる必要がある。 
 

（長期的な展望に立って、総合的な少子化対策を大胆に進める） 

少子化は今この瞬間も進行し続けており、少子化への対応は遅くなればなるほど、

将来への影響が大きくなる。したがって、早急に取組を進めることが必要である。

一方で、少子化対策は、その効果が表れるまでに一定の時間を要する。少子化の進

展に歯止めをかけるため、長期的な展望に立って、必要な安定財源を確保しながら、

総合的な少子化対策を大胆に進めていくことが必要である。 
 

（諸外国の取組に学び、長期的な少子化対策を実践する） 

フランスやスウェーデンは、出生率が一時期 1.5～1.6 台まで低下したが、国民

負担を求めながら、経済的支援を含む子育て支援策の充実や仕事と育児の両立支援

策など、長期間にわたり継続的かつ総合的な取組を進めてきたことにより、2000年

代後半には 2.0前後まで回復し、現在も比較的高い出生率を維持している 1。また、

日本同様、長期間出生率が低迷していたドイツでも、男女の家事育児負担の平等化

と女性の職場復帰を促したことにより、近年出生率の回復が見られ始めている 2。

一方、アメリカは、1990年代から 2000年代にかけて 2.0前後の高い出生率を維持

してきたが、近年出生率が漸減している 3。 

長期的な少子化対策を実践していく際には、こうした諸外国の取組を研究し、社

会経済や国民負担の在り方の差異に留意しつつ、どのような施策が効果的で優先さ

れるべきかという観点から、我が国の少子化対策を検討し、できることから速やか

に着手することも重要である。 
 

（大綱の検討経緯） 

2015 年３月の少子化社会対策大綱 4の策定から５年目となる 2019 年３月以降、

内閣府特命担当大臣（少子化対策）の下、有識者から構成される「第４次少子化社

会対策大綱策定のための検討会」を開催し、新たな大綱の策定に向けた議論を行っ

てきた。検討会は、７回にわたる幅広い関係者からの意見聴取や議論を経て、2019

年 12月に「第４次少子化社会対策大綱の策定に向けた提言」5を取りまとめた。 

                                                   
1 フランスでは、1990 年代以降、経済的支援に加え、保育の充実を図り、その後さらに出産・子育てと就労に関

して幅広い選択ができるような環境整備を強める方向で政策が進められた。それにより、1993 年に 1.66 まで低

下した出生率は、2010 年に 2.02 まで回復し、2018 年は 1.87 となっている。スウェーデンでは、比較的早い

時期から、経済的支援とあわせ、保育や育児休業制度といった両立支援の施策が進められてきた。それにより、

直近では 1999 年に 1.50 まで低下した出生率は、2010 年に 1.98 まで回復し、2018 年は 1.75 となってい

る。 
2 ドイツの合計特殊出生率（2018 年）は 1.57 となっている。 
3 アメリカの合計特殊出生率（2018 年）は 1.73 となっている。 
4 2015 年３月 20 日閣議決定 
5 2019 年 12 月 23 日第４次少子化社会対策大綱策定のための検討会取りまとめ 
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提言では、前大綱に基づく取組に加え、「ニッポン一億総活躍プラン」6、「子育て

安心プラン」7、「新しい経済政策パッケージ」8、「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」9、「第４次男女共同参画基本計画」10など、少子化対策に関わる取組を不断に

進めてきたにもかかわらず、依然として個々人の結婚や子供についての希望がかな

えられていない状況があり、より一層の努力が必要であることなどについて指摘が

なされた。 

政府としては、この提言を真摯に受け止め、総合的な見地から検討・調整を図り、

本大綱を策定する。 

また、新型コロナウイルス感染症の流行は、結婚、妊娠・出産、子育ての当事者

にも多大な影響を与えており、安心して子供を生み育てられる環境を整備すること

の重要性を改めて浮き彫りにした。 

こうした状況に対応するため、非常時の対応として、「新型コロナウイルス感染

症対策の基本的対処方針」11や「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」12などに

基づき、学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備、子育て世帯への臨時特

別給付金の支給、妊産婦に対する感染対策の徹底や妊娠中の女性労働者に配慮した

休みやすい環境整備、子どもの見守り体制の強化、電話やオンラインも活用した妊

産婦や乳幼児に対する相談支援や保健指導、テレワークの強力な推進等に、関係機

関と協力して取り組むとともに、今後も事態の推移を見極め、必要に応じて柔軟に

対応する。あわせて、本大綱の推進に当たっては、平常時と併せて非常時の対応に

も留意しながら、事態の収束後に見込まれる社会経済や国民生活の変容も見通しつ

つ、テレワークを始めとする多様で柔軟な働き方の推進、地域における子育て支援

の充実、男性の家事・育児参画の促進、地方創生と連携した取組の推進等に総合的

に取り組んでいく。 

 

Ⅱ 少子化対策における基本的な目標 

 

一人でも多くの若い世代の結婚や出産の希望をかなえる「希望出生率 1.8」13の

実現に向け、令和の時代にふさわしい環境を整備し、国民が結婚、妊娠・出産、子

                                                   
6 2016 年６月２日閣議決定 
7 2017 年６月公表 
8 2017 年 12 月８日閣議決定 
9 「第１期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」」（2014 年 12 月 27 日閣議決定）、「第２期「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」」（2019 年 12 月 20 日閣議決定） 
10 2015 年 12 月 25 日閣議決定 
11 2020 年３月 28 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定 
12 2020 年４月 20 日閣議決定 
13 若い世代における結婚、妊娠・出産、子育ての希望がかなうとした場合に想定される出生率。国立社会保障・人

口問題研究所「出生動向基本調査」で把握した結婚や子供数の希望等を基に、一定の仮定に基づき算出すると、

概ね 1.8 程度となるとされている。詳細については、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂

版）」（2019 年 12 月 20 日閣議決定）における「国民希望出生率」を参照。 
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育てに希望を見出せるとともに、男女が互いの生き方を尊重しつつ、主体的な選択

により、希望する時期に結婚でき、かつ、希望するタイミングで希望する数の子供

を持てる社会をつくることを、少子化対策における基本的な目標とする。 

このため、若い世代が将来に展望を持てるような雇用環境の整備、結婚支援、男

女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備、地域・社会による子育て支援、多子

世帯の負担軽減など、「希望出生率 1.8」の実現を阻む隘路の打破に取り組む。 

もとより、結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであ

り、個々人の決定に特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりするこ

とがあってはならないことに十分留意する。 

 

Ⅲ 基本的な考え方 ～新しい令和の時代にふさわしい少子化対策へ～ 

 

若い世代が結婚や子供についての希望を実現できる社会をつくり、「希望出生率

1.8」を実現するため、以下の基本的な考え方に基づき、社会情勢の変化等を踏ま

えた、令和の時代にふさわしい当事者目線の少子化対策を進めていく。本大綱の推

進に当たっては、将来の子供たちに負担を先送りすることのないよう、安定的な財

源を確保しつつ、有効性や優先順位を踏まえ、できることから速やかに着手するこ

ととする。 
 

（１）結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境をつくる 

全ての結婚・子育て世代が、どのようなライフスタイルを選択しても将来にわ

たる展望を描けるよう、環境を整えていくことが必要である。 

若い世代の非正規雇用労働者の未婚率は、特に男性で正規雇用に比べて顕著に

高くなっており、雇用の安定を図り経済的基盤を確保することが重要である。 

また、女性就業率の上昇に伴い、共働き世帯が増加している。女性活躍の推進、

価値観の多様化などを背景に、子育てしながらキャリアアップを目指す女性や、

家事・育児に関わりたいという男性も増えつつある。一方で、妻が正規雇用の世

帯は全体の３分の１弱であり、子育て世代の男性は長時間労働者の割合が高い。

家事・育児の負担については、就業形態や就業の有無にかかわらず、依然として

女性に偏っており、女性一人が育児をするいわゆる「ワンオペ育児」の状況もあ

る。 

このため、家庭内における子育て等にかかる負担の軽減を図りつつ、結婚・子

育て世代の男女が、制度的な制約によりライフスタイルの選択の幅が狭められる

ことのないよう、男女共にキャリアとライフイベント双方について展望を描ける

環境を整備していく。性別役割分業を前提とした働き方、暮らし方を見直すこと

により、経済的基盤の安定を図り、ワーク・ライフ・バランスを確保し、多様な

ライフスタイルを可能にしていく。就業形態や就業の有無にかかわらず、結婚、
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妊娠・出産、子育てについて、男女が共に担うべき共通の課題にしていく。 

 

＜重点課題＞ 

・若い世代が将来に展望を持てる雇用環境等の整備（経済的基盤の安定） 

・結婚を希望する者への支援（地方公共団体による総合的な結婚支援の取組に

対する支援等） 

・男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備（保育の受け皿整備、育児休

業や育児短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・充実など） 

・子育て等により離職した女性の再就職支援、地域活動への参画支援（学び直

し支援など） 

・男性の家事・育児参画の促進 

・働き方改革（働き方改革関連法 14に基づく、長時間労働の是正、多様で柔軟

な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保など）と暮らし

方改革（学校・園関連の活動、地域活動への多様で柔軟な参加の促進など） 
 

（２）多様化する子育て家庭の様々なニーズに応える 

核家族化の進展、共働き家庭の増加、地域のつながりの希薄化など、家族の在

り方や家族を取り巻く環境が多様化している。ひとり親家庭や再婚家庭など、家

族の在り方は多様であり、また、都市部への人口流入を背景に、自分の生まれ育

った地域以外で子育てをする家庭や、不安や悩みを誰にも相談できず孤立して子

育てをする家庭も少なくない。 
こうした状況の中で、子育てについての第一義的責任を有する父母などの保護

者が共に支え合いながら子育てを行うこと、そしてその家庭を社会全体でバック

アップしていくことにより、かつて家族や地域が担っていた子育てを支える機能

を、時代にふさわしい形で再構築していくことの必要性が、これまでになく高ま

っている。 
このため、子育て家庭における様々なニーズに対応するとともに、一人一人の

子供が心身ともに健やかに育つことができるよう、全ての子育て家庭が、平常時・

非常時を問わず、それぞれが必要とする支援にアクセスでき、安心して子供を生

み育てられる環境を整備する。 
その際、在宅の子育て家庭、ひとり親家庭、低所得の子育て家庭、障害児や医

療的ケア児を育てる家庭、多子世帯、多胎児を育てる家庭、再婚家庭などに配慮

する。 
とりわけ、第３子以降を持ちたいとの希望に関しては、子育て、教育、住居な

ど様々な面における経済的負担の重さが希望の実現の大きな阻害要因となってい

ることから、多子世帯に配慮し、様々な面での負担の軽減策を推進する。 

                                                   
14 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成 30 年法律第 71 号） 



6 
 

また、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うとともに、行政の

取組に加え、ＮＰＯや活力・意欲あるシニア層などの参画を促すことで、子育て

の担い手の多様化を進め、地域全体で子育て家庭を支えていく。 
さらに、社会経済の構造的な変化を踏まえ税制を検討するに当たっても、子育

てやこれから家族を形成しようとする若い世代に重点的に配慮していくことが重

要である。 
 

＜重点課題＞ 

・子育てに関する支援（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等） 

・在宅子育て家庭に対する支援（一時預かり、相談・援助等の充実） 

・多子世帯、多胎児を育てる家庭に対する支援（多子世帯に配慮した子育て、

保育、教育、住居など様々な面での負担の軽減策の推進など） 

・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援（母子保健法改正 15を踏まえ

た産後ケア事業の全国展開等） 

・子育ての担い手の多様化と世代間での助け合い（ＮＰＯやシニア層などの参

画促進による地域での子育て支援、三世代同居・近居 16しやすい環境づくり

など） 
 

（３）地域の実情に応じたきめ細かな取組を進める 

都市や地方など地域によって少子化の状況は大きく異なっており、その要因や

課題にも地域差がある。また、結婚、妊娠・出産、子育ては、人々の暮らしその

ものでもある。したがって、実効性のある少子化対策を進めるため、住民に身近

な存在である地方公共団体が、地域の実情に応じ、結婚、妊娠・出産、子育てし

やすい環境の整備に取り組み、国がそのような地方公共団体の取組を支援する。 

また、少子化対策を進めることは、地方創生の観点からも重要であることから、

地方創生と連携した取組を進めることが必要である。したがって、地方公共団体

の地方創生と少子化対策の関係部局が一体的に施策の企画・立案、実行を進める

よう促していく。加えて、各地方公共団体における分野横断的な地域特性の分析、

地域の強みや課題の見える化等を支援し、結婚・出産・子育てしやすい環境の整

備を促進する。 

さらに、女性や若者の地方への移住・定着を促進することは、将来にわたって

「活力ある地域社会」を実現するために有効であることから、地域における女性

や若者が活躍できる魅力的な雇用の創出や、働きやすい環境の整備を促進する。 

 

＜重点課題＞ 

・結婚、子育てに関する地方公共団体の取組に対する支援 

                                                   
15 母子保健法の一部を改正する法律（令和元年法律第 69 号） 
16 居住形態としての隣居を含む。 
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・地方創生と連携した取組の推進（「地域アプローチ」による少子化対策の推進

など） 
 

（４）結婚、妊娠・出産、子供・子育てに温かい社会をつくる 

結婚、妊娠・出産、子育てというライフイベントが生じたときに、周囲から温

かく受け入れられ、必要な支えを得られることは、何よりも重要なことである。

結婚、妊娠・出産、子育てを大切にするという意識が社会全体で深く共有され、

行動に表れることで、当事者の抱える不安や負担が軽減され、社会に支えられて

いるという実感を得られるようになる。また、これから結婚・子育てをしようと

する若い世代が、結婚や子供を生み育てることに前向きなイメージを持てるよう

になる。あわせて、子供を大切にし、心身ともに健やかな育ちを支えることは、

一人一人の子供の幸せはもとより、未来の担い手を育成することにもつながる。 

そのため、行政、地域、企業、ＮＰＯ、様々な世代に属する人、メディア、教

育機関など、社会を構成する多様な主体がそれぞれの役割を果たしながら連携し、

社会全体で、不妊治療も含め妊娠・出産への理解を深めるための情報発信を行う

とともに、若い世代の結婚の希望や子育てを応援する機運を高めていく。結婚や

子育てを通して人生が豊かになったと感じる人が増えるとともに、子供や家族が

大事にされる社会の実現に向けて、社会全体で行動を起こしていくことが重要で

ある。 

 

＜重点課題＞ 

・結婚を希望する人を応援し、子育て世帯をやさしく包み込む社会的機運の醸

成（子育て支援パスポート事業の普及・促進、「家族の日」「家族の週間」等

を通じた理解促進など） 

・妊娠中の方や子供連れに優しい施設や外出しやすい環境の整備 

・結婚、妊娠・出産、子供・子育てに関する効果的な情報発信 
 

（５）科学技術の成果など新たなリソースを積極的に活用する 

少子化は、今後、多くの国が直面する課題であり、新技術を活用した少子化対

策は、課題先進国日本のチャンスにもなる。結婚に向けたきめ細かい出会いの機

会の提供や、子育て世帯の負担軽減・利便性向上等に向け、ＩＣＴやＡＩなどの

科学技術の成果を含む新たなリソースを適切に活用する。その際、結婚は個人の

自由な意思決定に基づくものである点、また、安全面や子供の健全な発育の観点

等に十分留意し、システムと人的資源を有機的に組み合わせ、相乗効果を図る。 

 

＜重点課題＞ 

・結婚支援・子育て分野におけるＩＣＴやＡＩ等の科学技術の成果の活用促進

（ＡＩを活用したシステムと相談員による相談を組み合わせた結婚支援、行
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政内部や保育現場における業務の効率化、母子保健関連データの関係者間で

の共有・活用、子育て関連手続にかかる負担軽減など） 

 

Ⅳ ライフステージの各段階における施策の方向性 

（１）結婚前 

若い世代が将来を見通し、安心してキャリアとライフイベントの双方にチャレン

ジできる環境を整備する。 
 

（ライフプランニング支援） 

若い世代が、結婚、妊娠・出産、子育て、仕事を含めた将来のライフデザインを

希望を持って描き、様々なライフイベントに柔軟に対応できるとともに、男女が互

いを尊重しつつ、性に関する正しい理解の下、適切に行動できるよう、必要な知識

や情報を学び、乳幼児と触れ合う体験を含め将来のライフイベントについて考える

機会を、学校、家庭、地域、企業等の様々な場で提供する。 
 
（若い世代のライフイベントを応援する環境の整備） 

行政の取組に加えて、結婚、妊娠・出産、子育てに対する企業の理解や積極的な

取組が必要である。若い年齢での結婚、妊娠・出産、子育てがキャリア形成の阻害

要因にならないような環境整備に取り組むとともに、子育てしながらキャリアアッ

プするロールモデルの提示、経営者・管理職の意識・行動改革などに取り組む。 
 

（２）結婚 

若い世代の結婚の希望が、希望する年齢でかなうような環境を整備する。 
 

（経済的基盤の安定） 

若い世代の経済的基盤の安定に向け、若者の就労支援、非正規雇用労働者の正社

員転換・待遇改善を進め、若い世代の雇用の安定を図るとともに、高齢世代から若

者世代への経済的支援を促進する。 
 
（地方公共団体による総合的な結婚支援の取組に対する支援等） 

地方公共団体が行う、出会いの機会・場の提供、結婚に関する相談・支援や支援

者の養成、ライフプランニング支援などの総合的な結婚支援の一層の取組を支援す

る。その際、広域的な自治体間連携、ＡＩを活用したシステムと相談員による相談

を組み合わせた結婚支援等を促進する。また、結婚に伴う新生活のスタートアップ

に係る経済的負担を軽減することで、結婚の後押しをする。加えて、結婚支援に取

り組むＮＰＯを始めとする民間団体との連携強化を図る。これらの取組に当たって

は、結婚は個人の自由な意思決定に基づくものである点に十分留意する。 
  
（ライフプランを支える働き方改革） 

働き方改革は、結婚の希望をかなえる観点からも重要である。雇用形態にかかわ
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らない公正な待遇を確保することは、経済的基盤の安定につながる。また、長時間

労働の是正や柔軟な働き方を進めることにより、若い世代が多様な活動に参加する

ことが可能になり、結果として出会いの機会の増加につながるとの指摘もある。 
 

（３）妊娠・出産 

妊娠・出産に関する希望がかない、誰もが安心して妊娠期間を過ごし、出産する

ことができる環境を整備する。 
 

（妊娠前からの支援） 

妊娠・出産等に関する医学的・科学的な知識を提供することにより、子供を持つ

ことを希望する方が適切に判断・行動できるよう支援する。 

調査研究等を通じて不妊治療に関する実態把握を行うとともに、男女問わず不妊

に悩む方への支援に取り組む。 
  
（妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援） 

子育て世代包括支援センターの整備の促進、産後ケア事業の全国展開や産前・産

後サポート事業の充実など、成育基本法 17を踏まえ、地域において妊娠期から子育

て期にわたる切れ目のない支援体制を構築するとともに、児童虐待の発生予防にも

つなげる。 

予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等が必要な支援を受けられるよう、ＮＰＯなどと

も連携しながら、取組を進める。 
 
（安全かつ安心して妊娠・出産できる環境の整備） 

妊娠・出産に関する経済的負担の軽減、周産期医療の確保・充実、母子感染予防

対策等に取り組む。 

正規雇用・非正規雇用にかかわらず、妊娠・出産したことを理由として不利益な

取扱いやハラスメントを受けることなく、安心して就業継続できるよう取り組む。 
 

（４）子育て 

仕事と子育ての両立の難しさ、子育て中の孤立感や負担感、子育てや教育にかか

る費用負担の重さなど、子育ての希望の実現を阻む要因を一つ一つ取り除き、全て

の子育て家庭が、平常時・非常時を問わず、それぞれが必要とする支援にアクセス

でき、安全かつ安心して子供を育てられる環境を整備する。 
 

（子ども・子育て支援） 

「子ども・子育て支援新制度」を着実に実施し、実施主体である市町村が住民の

ニーズを把握した上で、地域の実情に応じて子ども・子育て支援の充実を図る。ま

た、その更なる「質の向上」（職員の配置改善等）を図るため、消費税分以外も含

                                                   
17 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合

的な推進に関する法律（平成 30 年法律第 104 号） 
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め、適切に財源を確保していく。 

保護者の就業形態や就業の有無等にかかわらず、子育て家庭の多様なニーズに対

応する、多様な保育・子育て支援を提供し、地域の実情に応じてそれらの充実を図

る。特に、幅広いニーズが見込まれる一時預かり事業やファミリー・サポート・セ

ンター事業、広く地域に開かれた施設である認定こども園や地域子育て支援拠点な

どにおける子育て支援の一層の強化を図る。また、病児保育をはじめ多様な保育に

ついて、地域の実情に応じてそれらの充実を図るとともに、保育を希望する保護者

がニーズにあった保育につながるよう、相談対応や情報提供等、保護者に寄り添っ

た支援を行う。さらに、保育施設への送迎や、保育施設の開始前・終了後の子供の

預かりなど、地域におけるきめ細かな子育て支援を推進する。あわせて、子育て家

庭の負担軽減に資するよう、家事の負担を軽減する商品やサービスを積極的に活用

できる環境づくりを推進する。 
 
（子育てに関する経済的支援・教育費負担の軽減） 

   子育てや教育にかかる経済的負担の軽減を図るため、児童手当の支給、幼児教

育・保育の無償化、低所得者世帯に対する高等教育の修学支援、子供の数に応じた

国民健康保険料の負担軽減を行う地方公共団体への支援などを着実に実施する。 
 
（仕事と子育てを両立するための働き方改革） 

   男女が共により柔軟な働き方で、子育てしながらキャリアを築けるよう、働き方

改革を推進し、長時間労働を是正するとともに、一人一人の実情に応じて多様で柔

軟な働き方を選択できるようにする。仕事と家庭生活の両立に資する観点から転

勤制度の在り方などを見直すとともに、雇用によらない働き方の者や非正規雇用

労働者が安心して働けるよう配慮する。 
 
（男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備、女性活躍の推進） 

待機児童の解消に向け、引き続き、保育の受け皿整備や保育人材の確保を行う。

また、放課後児童クラブ・放課後子供教室の整備並びに両事業の適切な運営及び一

体的な実施に取り組むとともに、地域住民等の参画を得て子供たちに多様な体験・

活動の機会を提供する。 

男女共に仕事と子育てを両立できる環境を整備するため、引き続き、育児休業や

育児短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・充実を図る。雇用形態にかかわら

ず、産前産後休業・育児休業を取得しやすくする。また、希望する女性が妊娠・出

産後も継続して就業できるよう支援するとともに、出産・育児のため一旦退職し、

再就職を希望する女性への再就職支援や、地域活動への参画支援を行う。 
 
（男性の家事・育児参画の促進） 

   男性が、妊娠・出産の不安と喜びを妻と分かち合うパートナーとしての意識を高

めていけるよう、両親学級等の充実等により、父親になる男性を妊娠期から側面支

援する。 



11 
 

   労働者に対する育児休業制度等の個別の周知・広報や、育児のために休みやすい

環境の整備、配偶者の出産直後の時期の休業を促進する枠組みの検討など、男性の

育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する。 

   長時間労働の是正や経営者・管理職の意識改革を促すことなどにより、男性の家

事・育児参画を促進する。 
 
（子育ての担い手の多様化と世代間での助け合い） 

   ＮＰＯや活力・意欲あるシニア層などの参画を促すことで、子育ての担い手の多

様化を進め、地域全体で子育てを支えていく。支援を求めている側と支援を提供す

る側をつなぐ取組を進める。三世代同居・近居しやすい環境づくりを推進する。 
 
（多子世帯、多胎児を育てる家庭に対する支援） 

   多子世帯に配慮し、子育て、保育、教育、住居など様々な面での負担の軽減策を

推進する。多胎妊産婦等に対する支援を行う。 
 
（住宅支援、子育てに寄り添い子供の豊かな成長を支えるまちづくり） 

   子育て世帯が、必要な質や広さを備えた住宅に、世帯の状況に応じて居住できる

よう支援する。主要駅を中心に多様な子育て関係施設や商業施設を集約して整備

するなど、地域の実情に応じて、子育てに寄り添い、子供の豊かな成長を支えるま

ちづくりを進めていく。その際、空き家を活用する。 
 
（子供が健康で、安全かつ安心に育つ環境の整備） 

   小児医療の充実や地域の安全を向上させる取組により、子供が健康で、安全かつ

安心に育つ環境を整備する。 
 

（障害のある子供、貧困の状況にある子供、ひとり親家庭等様々な家庭・子供への支援）  

障害のある子供、貧困の状況にある子供、ひとり親家庭等様々な家庭・子供への

支援を行うとともに、児童虐待の防止や社会的養育の充実を図る。 
 
（社会全体で子育てを応援する機運の醸成） 

   子育て世帯をやさしく包み込む社会的機運の醸成を図るとともに、妊娠中の方

や子供連れに優しい施設や外出しやすい環境を整備する。 
 
（子育て分野におけるＩＣＴやＡＩ等の適切な活用） 

   「成長戦略実行計画」18などを踏まえ、経済成長に資する観点からも、子育て分

野におけるＩＣＴやＡＩ等の適切な活用を促進し、子育て世帯の負担軽減・利便性

向上等に取り組む。 

 

Ⅴ 施策の推進体制等 

                                                   
18 2019 年６月 21 日閣議決定 
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（１）推進体制 

少子化対策を総合的に推進するため、少子化社会対策会議を中心に、内閣総理大

臣のリーダーシップの下、政府一体となって少子化対策に取り組む。あわせて、本

大綱の推進に当たり、内閣府子ども・子育て本部が司令塔となって、関係省庁の連

携・推進体制の強化を図る。 
少子化対策の推進に当たっては、まち・ひと・しごと創生など、少子化対策と関

連の深い政策分野との連携に留意する。 

 

（２）施策の検証・評価 

本大綱の施策について、その効果的な推進を図り、より実効性のある少子化対策

を進めるため、施策の進捗状況等を検証・評価し、必要な見直しにつなげるＰＤＣ

Ａサイクルを適切に回していく。 

今後５年間を目処として、本大綱の施策について数値目標を設定するとともに、

その進捗を定期的にフォローアップする。数値目標の設定に当たっては、目指すべ

き成果を可能な限り定量的かつ客観的に示すとともに、実態を踏まえることに留意

する。 

また、施策の進捗状況とその効果等を検証・評価し、施策の効果的な推進につな

げる。検証・評価に当たっては、より適切に実態を捉えるため、例えば雇用形態別、

就業形態別、地域別などで現状を把握・分析するとともに、目指すべき成果に照ら

した定性的な評価も踏まえる。あわせて、政府全体として、有識者の意見を聞きつ

つ、施策の進捗状況等を検証・評価するための体制を構築する。 

少子化に関する調査研究や事例収集等を通じて、少子化の状況、施策の実施状況

等を適切に把握・分析し、政策的対応に向けた検討を行う。 

 

（３）更なる少子化対策の充実・強化 

我が国の家族関係社会支出の対ＧＤＰ比は、少子化社会対策基本法 19が施行され

た 2003 年以降、児童手当の段階的拡充や、保育の受け皿拡大により、徐々に増加

してきたが、2017 年度で 1.58％となっている。国民負担率などの違いもあり、単

純に比較はできないが、フランス（2015 年度 2.93％）、スウェーデン（2015 年度

3.54％）、ドイツ（2015年度 2.28％）など出生率の回復を実現した欧州諸国と比べ

て低水準となっており、現金給付及び現物給付を通じた家族政策全体の財政的な規

模が小さいことが指摘されている。 

今般、消費税の引き上げにより確保した２兆円規模の恒久財源を子供や子育て世

代に大胆に投資し、保育の受け皿の大幅な整備、幼児教育・保育の無償化、真に経

                                                   
19 平成 15 年法律第 133 号 
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済的支援が必要な子供たちを対象とした高等教育の修学支援などを実現した 20。 

少子化の進展が国民共通の困難であることに鑑み、更に強力に少子化対策を推し

進めるために必要な安定財源の確保について、国民各層の理解を得ながら、社会全

体での費用負担の在り方を含め、幅広く検討を進めていく。 

 

（４）大綱の見直し 

本大綱については、施策の進捗状況とその効果、社会情勢の変化等を踏まえ、お

おむね５年後を目処に見直しを行うこととする。 
 

                                                   
20 2019 年 10 月の幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、家族関係社会支出は平年度で約 8,860 億円（公費ベー

ス）の増額となる（対名目ＧＤＰ比＋約 0.16％相当）。 
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施策の具体的内容 

Ⅰ 重点課題 

１ 結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境をつくる 

 

Ⅰ－１（１）若い世代が将来に展望を持てる雇用環境等の整備 

 

（経済的基盤の安定） 

   

○若者の雇用の安定 

・25～34歳層の不本意非正規雇用労働者割合が他の年齢層よりも高い状況を踏ま

え、わかものハローワーク等における正社員化支援や、公的職業訓練を実施す

るとともに、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金の活用促進などによ

り、引き続き正社員転換等の取組を進める。 

 

・また、好景気においてもなお様々な事情により就職に困難を有する若者が、将

来、不本意非正規雇用労働者とならないよう、新卒応援ハローワークやわかも

のハローワーク等においてきめ細かな支援を引き続き実施し、希望に応じた着

実な就職と定着につなげる。 

 

○非正規雇用対策の推進 

・同一労働同一賃金の実現に向け、同一企業内における正規雇用労働者と非正規

雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するなど、非正規雇用労働者の処遇

改善に取り組むとともに、正規雇用労働者への転換に向けた取組を推進する。 

 

○結婚・子育て資金や教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の実施等 

・現在、高齢世代の保有する資産の若い世代への移転を促進し、若い世代を支援

することを目的として、父母・祖父母等が子・孫に対し結婚・妊娠・出産・育

児や教育に要する費用について一括して拠出した場合に、一定の限度額の範囲

内で贈与税を非課税とする措置を講じている。 

 

・社会状況や適用実態、国や地方公共団体が行うベビーシッター等に関する利用

者の負担軽減措置について検証しながら、今後の支援の在り方について、検討

を行うこととする。 

 

Ⅰ－１（２）結婚を希望する者への支援 

別添１ 
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（地方公共団体による総合的な結婚支援の取組に対する支援等） 

 

○地方公共団体による総合的な結婚支援の取組に対する支援等 

・地方公共団体が行う、出会いの機会・場の提供、結婚に関する相談・支援や支

援者の養成、ライフプランニング支援、官民が連携した結婚支援の取組などの

総合的な結婚支援の取組を支援する。その際、複数の地方公共団体が連携して

行う広域的な取組を重点的に支援する。また、ノウハウに乏しい地方公共団体

に対しては人的支援も含めた支援を行う。あわせて、婚姻の状況等も踏まえ、

地方公共団体が実施する新婚世帯の新生活のスタートアップ支援に係る取組を

支援する。加えて、結婚支援に取り組むＮＰＯを始めとする民間団体との連携

強化を図る。 

 

・地方公共団体が行う結婚支援の更なる質の向上を図るため、退職者や高齢者を

始めとする多様な担い手の育成方策や、ＮＰＯを始めとする民間団体との連携

方策について検討し、その成果の横展開を図る。また、地方公共団体の効果的

な取組事例の収集を行い、横展開を図る。 

 

Ⅰ－１（３）男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備 

 

（保育の受け皿整備の一層の加速） 

 

○「子育て安心プラン」等に基づく保育の受け皿の整備 

・就労希望者の潜在的な保育ニーズに対応し、就労しながら子育てしたい家庭を

支えるため、「子育て安心プラン」に基づき、2020年度末までに待機児童解消を

図り、女性就業率８割に対応できるよう、約 32万人分の保育の受け皿を確保す

る。 

 

・2021年度以降の保育の受け皿確保について、必要な者に適切な保育が提供され

るよう、第２期市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の

結果等を踏まえ検討するとともに、各地方公共団体の特性に応じたきめ細かな

支援を行う。 

 

○地域の実情に応じた保育の実施 

・地域の実情に応じて保育需要のマッチングを行うため、引き続き、各地方公共

団体の居宅から容易に移動することが可能な区域（保育提供区域）ごとに申込

者等の計画を作成し公表する等の「見える化」を実施するとともに、保育コン

シェルジュや広域的保育所等利用事業（巡回送迎バス）の積極的な活用を促進

する。また、待機児童数の約８割は１・２歳となっていることから、０歳から
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２歳児が入所する小規模保育事業等地域型保育事業、企業が柔軟に運営できる

企業主導型保育事業、幼稚園における２歳児の受入れ促進を実施する。 

 

・人口減少地域等における保育の在り方についての検討を進める。 

 

（保育人材確保のための総合的な対策の推進） 

 

○保育人材の確保 

・保育の受け皿拡大を支える保育人材の確保のため、業務改善のためのガイドラ

インの策定、ＩＣＴや保育補助者の活用により、保育士の業務負担軽減を図る。

あわせて、保育士を目指す方や保育士に復帰しようとする方が増え、保育現場

で就業しやすくなるよう、魅力ある職場づくりや保育士の職業の魅力向上とそ

の発信に取り組むとともに、必要な財源の確保や改善努力の見える化と併せた

処遇改善などに取り組む。 

 

（放課後児童クラブ・放課後子供教室の整備及び一体的な実施） 

 

○「新・放課後子ども総合プラン」の実施 

・共働き家庭等の「小１の壁」・「待機児童」を解消するとともに、全ての児童が

放課後を安全・安心に過ごし、地域住民等の参画を得て多様な体験・活動を行

うことができるよう、「新・放課後子ども総合プラン」1に基づき、放課後児童ク

ラブについて、2023年度末までに約 30万人分（約 122万人から約 152万人分）

の受け皿を整備するとともに、全ての小学校区で、放課後児童クラブと放課後

子供教室を一体的に又は連携して実施し、うち小学校区内で一体型として１万

か所以上で実施することを目指す。また、新たに放課後児童クラブ又は放課後

子供教室を整備等する場合には、学校施設を活用することとし、新たに開設す

る放課後児童クラブの約 80％を小学校内で実施することを目指す。さらに、子

どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を

徹底し、子どもの自主性、社会性等の向上を図る。 

 

（企業等による事業所内保育施設等の設置の促進） 

 

○企業等による事業所内保育施設等の設置の促進 

・企業等による事業所内保育施設の設置を促進する。 

 

・企業主導型保育事業について、運営に係る経費及び受け皿整備に伴う整備費の

一部を支援する。 

 

                                                   
1 2018 年 9 月 14 日公表 
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・多様な働き方をしている労働者が、ベビーシッター派遣サービスを利用した場

合に、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業により利用料金の一部を支援

する。 

 

・大学等教育機関、病院等において、仕事・学業と子育ての両立ができる環境の

整備を促進する。 

 

（高等学校等における妊娠した生徒への配慮） 

 

○高等学校等における妊娠した生徒への配慮 

・高等学校等の生徒が妊娠した場合には、母体の保護を最優先としつつ、教育上

必要な配慮を行うべきものであることについて、周知徹底を図る。 

 

（育児休業や育児短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・充実） 

 

○育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定着 

・育児休業、子育て中の短時間勤務、所定外労働の免除、子の看護休暇等育児・

介護休業法 2に基づく制度について、有期雇用労働者を含め周知を図るととも

に、両立支援制度を利用しやすい職場環境を整えるため、事業主に対する助言

や助成等の支援を進める。 

 

○育児休業からの円滑な復帰の支援 

・育児休業からの円滑な復帰を促進するため、企業への普及啓発及び支援を行う。 

 

・妊娠、出産、育児等を理由として退職した者が就業可能になったときに復職で

きる再雇用制度を導入し、希望者を再雇用した事業主に助成金を支給すること

により、育児等による離職者の復職支援を図る。 

 

○育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの防止 

・育児休業の取得等を理由とする不利益取扱い禁止を定めた育児・介護休業法の

周知及び違反した企業への行政指導を徹底する。 

 

○非正規雇用労働者に対する支援 

・非正規雇用労働者についても産前産後休業・育児休業の対象となることや、

2017年１月に施行された改正育児・介護休業法において有期雇用労働者の育

児休業の取得要件が緩和されていることの周知徹底を図る。また、改正後の有

期雇用労働者の育児休業の取得状況等を踏まえつつ、有期雇用労働者が育児休

業を取得しやすくする方策を検討する。 

                                                   
2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 3 年法律第 76 号） 
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・育児休業の円滑な取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主に対して支給する助

成金について、育児休業取得者の代替要員を新たに雇い入れた場合にも助成を

行い、当該育児休業取得者が有期雇用労働者である場合にはさらに加算する措

置を講じ、活用促進を図る。 

 

○正規雇用・非正規雇用にかかわらず妊娠・出産前後の継続就業の支援 

・女性が妊娠・出産後も継続して就業できるよう、育児・介護休業法に基づく仕

事と子育ての両立のための制度について、周知を図るとともに、企業の制度と

して定着するよう、指導を徹底する。また、長時間労働の是正、短時間勤務や

テレワークなど柔軟な働き方の実現等に取り組む。 

 

Ⅰ－１（４）子育て等により離職した女性の再就職支援、地域活動への参画支援 

 

○子育て女性等の再就職支援 

・マザーズハローワーク等において、子育てをしながら就職を希望する女性等に

対して、子供連れで来所しやすい環境を整備するとともに、担当者制によるき

め細かな就職支援、求人情報や地方公共団体等との連携による保育サービス関

連情報等の提供など、再就職に向けた支援を行う。 

 

・公共職業訓練において、託児サービスを付加した訓練等を実施する。 

 

○女性の幅広い活躍を推進する学び直し支援 

・多様な年代の女性の社会参画を推進するため、関係機関との連携の下、学び直

しを通じて女性のキャリアアップ、キャリアチェンジ等を総合的に支援する取

組を促進する。 

 

Ⅰ－１（５）男性の家事・育児参画の促進 

 

○育児休業など男性の育児参画の促進 

男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業の取得促進等につ

いて、以下の取組を総合的に推進する。 

 

・男性の育児休業取得や育児参画を促進するため、母子健康手帳、出産育児一時

金・出産手当金といった妊娠から出産までの手続等の機会に育児休業制度等の

周知・広報を行う。また、妊婦と父親になる男性が共に妊娠・出産への理解を

深め、協力して子育てに取り組めるよう、両親学級や育児参加促進に関する講

習会の実施状況についての好事例の収集・横展開などを通じ、両親共に参加し
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やすい日時設定、子供の誕生や産後の子育てをイメージできるプログラム構成

などに配慮しつつ、地方公共団体における両親学級などの開催を促進する。 

 

・子の出産後８週間以内に育児休業を取得した場合、再取得を可能とする「パパ

休暇」、父母が共に育児休業を取得する場合に育児休業取得可能期間を延長する

「パパ・ママ育休プラス」などの法律上の制度の周知と定着を推進し、男性の

育児休業取得を図る。 

 

・育児・介護休業法において育児休業等の対象者へ育児休業中の待遇に関する事

項等について個別に周知することが事業主の努力義務とされていることの周知

等を通じて、男性の育児休業の取得を促進し、男性が出産直後から育児を行う

ことを促す。 

 

・配偶者の出産時や出産後に年次有給休暇の取得を希望する男性が取得しやすい

環境の整備を進める。企業が労働者に時季に関する意見を聴いて、一定の年次

有給休暇の日を指定する仕組みが法整備されたことを踏まえ、企業が当該制度

を積極的に活用することにより、労働者が配偶者の出産時や出産後に年次有給

休暇を取得できるよう促す。 

 

・育児休業制度について、柔軟な取得を可能とするための分割取得の拡充を検討

するとともに、配偶者の出産直後の時期を中心に、男性の休業を推進するため

の枠組みについて、取得しやすい手続や休業中の給付などの経済的支援等を組

み合わせることを含めて検討する。 

 

・男性労働者が育児休業や育児目的休暇（育児に関する目的のために利用するこ

とができる休暇）を取得しやすい職場環境整備を行い、実際に男性労働者が育

児休業等を取得した際の助成金について、周知の徹底など活用を促進すること

により、男性の育児休業取得促進に取り組む事業主を支援する。 

 

・妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知を行うほか、有価証券報告

書などの企業公表文書等への育児休業取得率の記載を促すなど、事業主が男性

の育児休業取得を促す取組を行うことを促進する仕組みの導入について検討す

る。 

 

・男性の育児休業取得など次世代育成支援に積極的な事業主に対するインセンテ

ィブについて検討する。 

 

・2020 年の雇用保険法 3改正により、子を養育するために休業した労働者の雇用

                                                   
3 昭和 49 年法律第 116 号 
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と生活の安定を図るための給付と位置付けられた育児休業給付について、上述

の男性の育児休業の取得促進等についての総合的な取組の実施状況も踏まえつ

つ、中長期的な観点から、その充実を含め、他の子育て支援制度の在り方も併

せた効果的な制度の在り方を総合的に検討する。 

 

○男性国家公務員の育児に伴う休暇・休業の取得促進 

・男性職員が育児に参画する時間をきちんと確保し、民間部門も含めた我が国全

体の育児休業等の取得率向上にもつなげていく観点から、子供が生まれた全て

の男性職員が１か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目

指し、職場全体の意識の変革や、取得の勧奨、休暇・休業中の業務運営の確保

等に積極的に取り組む。 

 

○男性の家事・育児に関する啓発普及、意識改革 

・男女が協力して家事・育児を行ったり、男女が共同して社会に参画したりする

ことの重要性や家庭の大切さについて、若い頃からの教育・啓発を通じて意識

形成を図るとともに、生活を営むために必要な衣食住や保育などに関する知識

や技術を身に付けられるよう、教育での取組を行う。 

 

・男性の家事・育児の実態等、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の実現に関する調査研究及び好事例の情報提供を行う。 

 

・イクメンプロジェクトの実施等、今後育児を行う若年層やその上司・同僚等に

対して、男性の育児休業に関する啓発資料や育児休業体験談の広報等を行うこ

とにより、男性の育児に関する意識改革を促進する。 

 

Ⅰ－１（６）働き方改革と暮らし方改革 

 

（長時間労働の是正） 

 

○長時間労働の是正及び年次有給休暇の取得促進 

・年次有給休暇の取得促進のため、連続した休暇を取得しやすい時季を捉えた集

中的な広報の実施、シンポジウムの開催等により機運の醸成を図る。また、長

時間労働の削減のための重点的な監督指導等を実施する。 

 

（多様で柔軟な働き方の実現に向けた取組） 

 

○「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」等に基づく取組の推進 

・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調



8 
 

和推進のための行動指針」4に基づき、政労使、地方公共団体等が密接に連携し

ながら、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現に向け、総

合的な取組を推進する。 

 

○多様な正社員制度の導入・普及 

・多様な正社員制度について、セミナーの開催等により、制度を導入する際の留

意事項や企業事例の紹介を行い、多様な働き方に対する社会的気運の醸成を図

る。 

 

○テレワークの推進 

・子育てと仕事の両立やワーク・ライフ・バランス、労働生産性向上、非常時に

おける業務継続性の確保等の観点から、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官

民データ活用推進基本計画」5等に基づき、情報通信技術を活用した、時間や場

所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークについて普及促進を図る。 

   

○転勤等に関する仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進の更なる 

取組 

・転勤に関する企業のニーズや動向を捉え、企業の転勤に関する雇用管理のポイ

ントを整理した「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」の周知を通じて、労

働者の仕事と家庭生活の両立の推進を図る。 

 

○時間単位の年次有給休暇制度の企業への導入促進 

・時間単位の年次有給休暇制度について、取得日数などの利用の実態を踏まえた

有効な活用の在り方について検討するとともに、周知リーフレットの配布、働

き方・休み方改善ポータルサイトでの導入事例の掲載等により企業への導入促

進を図る。 

 

○国の率先的取組 

・「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」6及び

各府省等が策定した取組計画に基づき、国家公務員に関して、働き方改革、育

児・介護等と両立して活躍できるための改革等について、総合的かつ計画的な

取組を推進する。 

 

（雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組） 

 

○非正規雇用対策の推進（再掲） 

 

                                                   
4 2007 年 12 月 18 日仕事と生活の調和推進官民トップ会議決定、2016 年３月改定 
5 2019 年６月 14 日閣議決定 
6 2014 年 10 月 17 日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定 
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○雇用によらない働き方の者に対する支援 

・多様な働き方の一つとして、希望する個人が個人事業主・フリーランスを選択

できる環境を整えるため、雇用によらない働き方の保護の在り方について、実

態を把握・整理した上で、今後の政策の方針を検討する。 

 

（暮らし方改革） 

 

○地域活動への多様で柔軟な参加の促進 

・学校・保育所の保護者会（ＰＴＡ等）や自治会・町内会など、学校・園関連の

活動や地域活動について、多様な住民が参加しやすい活動の在り方を提示する

とともに、優良事例の横展開を図る。 

 

２ 多様化する子育て家庭の様々なニーズに応える 

 

Ⅰ－２（１）子育てに関する支援（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等） 

 

（子育てに関する経済的支援・教育費負担の軽減） 

 

○児童手当の支給・在り方の検討 

・家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健や

かな成長に資することを目的として、中学校修了までの児童を対象として児童

手当を支給する。 

 

・児童手当について、多子世帯や子供の年齢に応じた給付の拡充・重点化が必要

との指摘も含め、財源確保の具体的な方策と併せて、子供の数や所得水準に応

じた効果的な給付の在り方を検討する。 

 

○幼児教育・保育の無償化の着実な実施 

・2019 年 10 月から実施されている、３歳から５歳までの子供及び０歳から２歳

までの住民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育所、認定こども園等の

費用の無償化を着実に実施する。 

 

○高校生等への修学支援 

・2020年度から実施する私立高等学校授業料の実質無償化を着実に進め、高等学

校等就学支援金、高校生等奨学給付金等により、高等学校段階の教育費負担の

軽減を図る。 

 

○高等教育の修学支援 
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・真に経済的支援が必要な子供たちが経済的な理由によって大学等への進学を断

念することがないよう、2020 年４月から授業料等の減免措置と給付型奨学金の

拡充を併せて行う高等教育の修学支援新制度を着実に実施するとともに、中間所

得層におけるアクセスの機会均等について注視・検討する。 

 

・高等教育の修学支援新制度について、少子化対策として実施していることに鑑み、

その成果や実施状況を踏まえ、多子世帯に更に配慮した制度の充実を検討する。 

 

○国民健康保険料の負担軽減を行う地方公共団体への支援 

・子供の数に応じた国民健康保険料の負担軽減を行う地方公共団体への支援を着

実に実施する。 

 

（子ども・子育て支援新制度の着実な実施） 

 

○地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実 

・「子ども・子育て支援新制度」を着実に実施し、実施主体である市町村が住民の

ニーズを把握した上で、地域の実情に応じて子ども・子育て支援の充実を図る。

また、その更なる「質の向上」を図るため、消費税分以外も含め、適切に財源

を確保していく。 

 

（保護者の就業形態や就業の有無等にかかわらない多様な保育・子育て支援の拡充） 

 

○保護者の就業形態や就業の有無等にかかわらない多様な保育・子育て支援の拡充 

・認定こども園については、地域子育て支援拠点事業の活用等により、子育て親

子の交流の場の提供や子育て等に関する相談・援助など、地域における子育て

支援を充実する。 

 

・利用者支援事業については、子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子

ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるよ

う、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行う利用者支援事業

を促進し、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくりや機能強化の推進

を図る。特に、待機児童の解消を図るため、保育コンシェルジュを活用し、保

育所等の利用について、入所申し込み時期以前から説明を行い、保護者の状況

や意向を把握し、利用可能な保育所等の情報提供、ニーズに応じた適切な保育

の提供、入所に至らなかった場合においても継続した支援を行う「寄り添う支

援」を実施する。 

 

・地域子育て支援拠点事業については、子育て家庭等の育児不安に対する相談・

援助や、親子が気軽に集うことのできる場を提供するなどの地域の子育て支援
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拠点の設置を促進するとともに、支援の質の向上や地域の実情に応じた多様な

支援の推進を図る。 

 

・一時預かり事業については、保育所や幼稚園といった教育・保育施設で実施さ

れる取組に対する着実な支援に加え、在宅の子育て家庭の育児疲れによるレス

パイトのため、また、孤立した子育てが虐待につながることがないよう、地域

子育て支援拠点などいつでも気兼ねなく集まり交流できる場での一時預かりを

促進する。また、保護者のニーズが異なることによる利用児童数の変動や、突

然の利用キャンセル等により不安定な運営となっていることから、需給調整の

在り方等の検討を進める。 

 

・ファミリー・サポート・センター事業については、子供の預かり等の援助を受

けることを希望する者と援助を行うことを希望する者との連絡・調整等を促進

することにより、地域における育児に係る相互援助活動を推進する。 

 

・病児保育については、病気になった子供の保護者が希望に応じて就労できるよ

うにするための非常に重要な事業であるが、感染症の流行時期などの季節変動

や突然の利用キャンセル等により不安定な運営となっていることから、調査研

究等を踏まえ、需給調整の在り方等の検討を進める。 

 

・延長保育、夜間保育など、子育て家庭における様々なニーズに対応した多様な

保育等の充実を図る。 

 

Ⅰ－２（２）多子世帯、多胎児を育てる家庭に対する支援 

 

（多子世帯に配慮した子育て、保育、教育、住居など様々な面での負担の軽減策の

推進） 

 

○児童手当の支給・在り方の検討（再掲） 

 

○高等教育の修学支援（再掲） 

 

○多子世帯又は第３子以降を対象とする保育所等の優先利用 

・多子世帯又は第３子以降であることを保育所等の優先利用の事由の一つとして

位置付けることについて、地方公共団体に対する配慮の働きかけを行う。 

 

○住宅政策における多子世帯への配慮・優遇措置 

・公営住宅における多子世帯の優先入居等について、地方公共団体に対する働き

かけを行う。 
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○子育て支援パスポート事業の普及・促進 

・地方公共団体が、地域の企業・店舗の協賛を得ながら、子育て家庭に対する各

種割引・優待サービスや乳幼児連れの外出支援・応援サービス等を提供する子

育て支援パスポート事業について、一層の普及・促進を図る。あわせて、多子

世帯への支援が図られるよう必要な取組を行う。 

 

（多胎児を育てる家庭に対する支援） 

 

○多胎妊産婦等に対する支援 

・育児等の負担が大きく孤立しやすい多胎妊産婦等を支援するため、多胎児の育

児経験者家族との交流会の開催や相談支援の実施に加え、多胎妊婦や多胎家庭

のもとへ育児等サポーターを派遣し、産前や産後における日常の育児に関する

介助等や、相談支援を行う。 

 

Ⅰ－２（３）妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 

 

○妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 

・安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後を支援するため、成育基本法 7を踏まえ、

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援体制の充実に取り組む。 

 

・特に、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支

援を提供するワンストップ拠点（子育て世代包括支援センター）の整備を図る。

また、2019年に成立した母子保健法改正法 8を踏まえ、出産後の母子に対して、

心身のケア等を行う産後ケア事業について、2024年度末までの全国展開を目指

す。このほか、産前・産後サポート事業の実施を図る。 

 

・また、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の実施を図るととも

に、保護者の養育を支援することが特に必要な家庭に対しては、養育支援訪問

事業等の適切なサービスの提供を行うなど、切れ目のない支援体制を推進する。 

 

○予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等への支援 

・予期せぬ妊娠等により、不安を抱える若年妊婦等を支援するため、女性健康支

援センターや若年妊婦等への支援に積極的なＮＰＯ等によるアウトリーチや、

ＳＮＳを活用した相談支援等を実施するほか、当該妊婦等を次の支援につなげ

るまでの緊急一時的な居場所の確保等に係る支援を行う。また、乳児院や母子

                                                   
7 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合

的な推進に関する法律（平成 30 年法律第 104 号） 
8 令和元年法律第 69 号 
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生活支援施設、産科医療機関等にコーディネーターや看護師を配置すること等

により、特定妊婦等への支援体制の強化を図るほか、特別養子縁組や里親委託

の選択肢があることの周知等を図る。 

 

Ⅰ－２（４）子育ての担い手の多様化と世代間での助け合い 

 

（地域住民の参画促進による子育ての担い手の多様化） 

 

○地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

・子育て世帯の孤立など地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市

町村の包括的な支援体制の構築等を通じて、意欲のある地域住民が子育てに関

わるなど、すべての人々が役割を持ち、支え合いながら、活躍できる地域共生

社会の実現を目指す。 

 

○「子育て支援員」の養成 

・地域の子育て支援等の仕事に関心を持ち、これらの各事業等に従事することを

希望する者を「子育て支援員」として養成し、地域の実情やニーズに応じて様々

な子育て支援の担い手となる人材の確保を図る。 

 

○地域の退職者や高齢者等の人材活用・世代間交流 

・退職者や高齢者等が地域における子育ての担い手として活躍し、世代間交流に

も資するよう、地域の子育て経験者や元教員等、多様な人材の参画により、地

域全体で子供たちの健やかな成長を支える取組や、シルバー人材センターにお

いて行われる乳幼児の世話や保育施設への送迎などの育児支援、就学児童に対

する放課後･土日における学習・生活指導、掃除や食事の支度などの家事援助等

の取組を支援する。 

 

（家族における世代間での助け合い） 

 

○三世代同居・近居しやすい環境づくり 

・家族において世代間で助け合いながら子や孫を育てることができるよう、三世

代同居に対応した優良な住宅の整備・リフォームに対して支援を行うとともに、

ＵＲ賃貸住宅において子育て世帯とそれを支援する親族世帯との近居を促進す

ることにより、三世代同居・近居しやすい環境づくりを推進する。 

 

３ 地域の実情に応じたきめ細かな取組を進める 
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Ⅰ－３（１）結婚、子育てに関する地方公共団体の取組に対する支援 

 

○地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実（再掲） 

 

○結婚、子育てに関する地方公共団体の取組に対する支援 

・地方公共団体が行う、地域の課題・実情に応じた結婚に対する取組、乳幼児と

のふれあい体験、ライフプランセミナー、父親の家事・育児参画促進など結婚、

妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組を支援し、優良事

例の横展開を推進する。 

 

Ⅰ－３（２）地方創生と連携した取組の推進 

 

○地方創生と連携した少子化対策の推進 

・地域や企業など社会全体として、男女ともに結婚、子育て、仕事をしやすい環

境整備が行われるよう、まち・ひと・しごと創生本部等と子ども・子育て本部

が一体となって、地域の実情に応じた実効性のある少子化対策を総合的に推進

する。具体的には、結婚・出産・子育ての支援、仕事と子育ての両立に係る国

全体の制度等の活用を促進することに加え、各地方公共団体における結婚の希

望をかなえる取組、子育てのサポート体制、男女の働き方などの地域の実情に

応じた少子化対策の取組を推進する。その際、地方創生と少子化対策の関係部

局が一体的に施策の企画・立案、実行を進めるよう、地方公共団体に対して促

していく。 

 

○「地域アプローチ」による少子化対策の推進 

・子育てのサポート体制、男女の働き方、まちのにぎわいなどの要素による地域

特性の見える化等を通じて、分野横断的に少子化対策を検討するための「少子

化対策地域評価ツール」の活用を促進し、地域コミュニティによる支え合い、

職住育近接のまちづくりなど、地方公共団体の具体的な取組を推進する。 

 

○子育て世代に魅力あるまちづくり 

・安心して子育てができ、多世代にとって魅力的で暮らしやすいまちをつくる「コ

ミュニティマネジメント」の活動を推進するため、先進的な取組を行っている

地方公共団体、住民団体、民間事業者等の事例分析等を通じて、活動の担い手

の育成や活動の拠点となる場づくりの支援のモデルを整理し、事例集、ガイド

ライン等を通じて普及する。 

 

・地域の潜在的な人材の活躍に資するよう、現在職に就いていない女性・高齢者

等の掘り起こし、企業の職場環境改善や業務プロセスの見直し支援、マッチン
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グなどの一連の取組を官民連携プラットフォームの下で行う都道府県の女性・

高齢者等新規就業支援事業を促進するとともに、職住育近接に資するサテライ

トオフィス、コワーキングスペース等の整備など当該事業に関連した市町村等

の関係機関の取組を促進する。 

 

・地域再生法 9に基づく地域住宅団地再生事業の活用等により空き家のシェアオ

フィス等への転用等を促進し、職住育が近接した多世代共生型のまちづくりを

推進する。 

 

○女性や若者等の移住・定着の推進 

・若い世代を中心に地方移住への関心が高まってきている傾向を的確に捉え、地

方移住の動きを後押しすることが必要である。このため、地域における社会的

課題の解決に資する起業と移住への支援を行う地方公共団体の取組について地

方創生推進交付金を活用して支援する。あわせて、移住希望者と地方の中小企

業等とのマッチングや、当該中小企業等への就業に伴う移住への支援を行う地

方公共団体の取組についても支援する。 

 

４ 結婚、妊娠・出産、子供・子育てに温かい社会をつくる 

 

Ⅰ－４（１）結婚を希望する人を応援し、子育て世帯をやさしく包み込む社会的機運の醸成 

○多様な主体の連携による子育てにやさしい社会的機運の醸成 

・社会を構成する多様な主体がそれぞれの立場で子育てを応援していく姿勢を持

ち、社会全体で子育て応援の機運醸成を図るため、官民合同で、子育てにやさ

しい社会的機運の醸成に向けた国民運動を展開する。 

 

○子育て支援パスポート事業の普及・促進（再掲） 

  

○「家族の日」「家族の週間」等を通じた理解促進 

・多様な家庭や家族の形態があることを踏まえつつ、「家族の日」（11月第３日曜

日）や「家族の週間」（家族の日の前後１週間）において、多様な主体と連携し、

様々な啓発活動を展開し、家族や地域の大切さ等について理解の促進を図る。 

 

○マタニティマーク、ベビーカーマークの普及啓発 

・社会全体で妊産婦に対する優しい環境づくりを推進する「マタニティマーク」

の普及を図る。 

 

                                                   
9 平成 17 年法律第 24 号 
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・ベビーカー使用者が安心して利用できる場所や設備を明示するために、駅や車

両などでベビーカーマークの掲出を行い、ベビーカーの安全な使用のための周

知のほか、ベビーカー使用者やその周囲の人にお互いに配慮してもらえるよう、

キャンペーンなどにより継続的に働きかける。 

 

Ⅰ－４（２）妊娠中の方や子供連れに優しい施設や外出しやすい環境の整備 

 

○公共交通機関での子供連れ家族への配慮などの環境整備 

・2018年 11月に設置した「子育てにやさしい移動に関する協議会」において、公

共交通や道路など国土交通分野における子育て応援に関する先進的な取組を広

く共有、横展開を行う。 

 

○子育てバリアフリーの推進 

・ユニバーサル・デザインの考え方を踏まえ、都市公園や公共性の高い建築物、

公共交通機関における旅客施設や車両等において、段差の解消や、妊婦や子育

て世帯に優しいトイレの整備等のバリアフリー化を推進する。 

 

・バリアフリー法 10を改正し、国や事業者等による公共交通機関の優先席・エレ

ベーター等に関する広報啓発の実施など、妊産婦等の移動等円滑化に関する国

民の理解を深め協力を求める「心のバリアフリー」に係る施策を強化する。 

 

○道路交通環境の整備 

・歩行空間のバリアフリー化及び通学路等における安全・安心な歩行空間の確保、

安全で快適な自転車利用環境の創出を図るとともに、市街地等の生活道路にお

ける歩行者等の安全な通行を確保するため、区域（ゾーン）を設定して、最高

速度 30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅、物理的デバイス設

置等の対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制・排除を図る。 

 

・全国の高速道路のサービスエリア及び国が整備した「道の駅」において、24時

間利用可能なベビーコーナーの設置、屋根付きの優先駐車スペースの確保を図

る。 

 

Ⅰ－４（３）結婚、妊娠・出産、子供・子育てに関する効果的な情報発信 

 

○「子供と家族・若者応援団表彰」の実施 

・子育てと子育てを担う家族を支援する活動に取り組み、顕著な功績のあった企

                                                   
10 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号） 
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業、団体又は個人を表彰することにより、社会の多様な主体が子育てを支援す

る機運を高めるとともに、表彰事例を発信することにより、子育て・家族支援

の活動への取組を促進する。 

 

○子供目線のものづくりの推進（キッズデザインの推進） 

・「キッズデザイン賞」による表彰や情報発信を通じ、子供たちの感性や創造性を

豊かにし、親が安全に楽しく安心して子育てできる社会環境を整えていく取組

である「キッズデザイン」を推進する。 

 

○少子化に関する調査研究等 

・少子化に関する調査研究等を通じて、少子化の状況、施策の実施状況等を把握・

分析し、その結果を公表・情報発信することにより、政策的対応に向けた検討

を行う。 

 

５ 科学技術の成果など新たなリソースを積極的に活用する 

 

Ⅰ－５（１）結婚支援・子育て分野におけるＩＣＴやＡＩ等の科学技術の成果の活用促進 

 

○結婚支援におけるＡＩ等の適切な活用 

・結婚は個人の自由な意思決定に基づくものである点に十分留意しつつ、地方公

共団体が行う、ＡＩを始めとするマッチングシステムの高度化やマッチングシ

ステムと相談員による相談を組み合わせた結婚の希望をかなえる取組を支援す

る。 

 

○地域におけるＡＩ・ＩｏＴ等の活用の推進 

・行政内部や保育現場における業務の効率化、子育て関連手続にかかる子育て世

帯の負担軽減を図るため、地域におけるＡＩやＩｏＴなどの革新的技術の活用

を推進することとし、地方公共団体に対する計画策定支援、初期投資に対する

補助などを総合的に実施する。 

 

○子育てワンストップサービスの推進 

・マイナポータルを活用して子育てに関するサービス検索及びオンライン申請が

できる子育てワンストップサービスについて、地方公共団体における導入を促

進する。また、マイナポータルにおいて、保育所入所申請に必要な就労証明書

のデジタル化対応や障害児施策へのワンストップサービスの拡充等により、子

育てワンストップサービスの利用を促進する。 

 

○子育てノンストップサービスの推進 
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・子育てに係る手続負担の軽減や利便性向上のため、予防接種や児童手当など、

妊娠から就学前までの官民の様々なサービスが最適なタイミングで案内され、

ボタン一つで申請できるサービスの実現に向け、具体的なサービス提供を 2020

年度に一部地方公共団体において開始し、2023 年度からの全国展開を目指す。 

 

○ＩＣＴを活用した子育て支援サービス（Baby tech）の普及促進 

・ＩＣＴを活用した子育て支援サービス（Baby tech）の普及促進等を通じて、

子育て家庭が家事・育児の負担を軽減する商品やサービスを積極的に活用でき

る環境づくりを推進する。 
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Ⅱ ライフステージの各段階における施策 

１ 結婚前 

Ⅱ－１（１）ライフプランニング支援 

 

（ライフプランニング支援） 

 

○ライフプランニング支援の充実 

・若い世代が、結婚、妊娠・出産、子育て、仕事を含めた将来のライフデザイン

を希望を持って描き、様々なライフイベントに柔軟に対応できるとともに、男

女が互いを尊重しつつ、性に関する正しい理解の下、適切に行動できるよう、

必要な知識や情報を学び、将来のライフイベントについて考える機会を、学校、

家庭、地域、企業等の様々な場で提供する。このため、ライフプランニング・

キャリア形成のための教材の効果的な活用に向けた検討を行うとともに、乳幼

児とのふれあい体験や男性の家事・育児参画の促進などの観点も踏まえつつ、

ライフプランニング・キャリア形成を推進するための方策について検討する。 

 

○学校教育段階からの妊娠・出産等に関する医学的・科学的に正しい知識の教育 

・個人が将来のライフデザインを描き、妊娠・出産等についての希望を実現でき

るように、学校教育段階において、専門家の意見を参考にしながら、妊娠・出

産等に関する医学的・科学的に正しい知識を適切な教材に盛り込み、外部講師

として専門家の活用を推進するとともに、教職員の研修などを行う。 

 

・学校教育に加えて、家庭や地域での教育、婚姻届提出時や成人式などの機会を

活用した、教育課程修了後の社会人等に対する情報提供が行われるよう取組を

進める。 

 

○性に関する科学的な知識の普及 

・思春期の人工妊娠中絶やＨＩＶ感染症を含む性感染症問題に対応するため、学

校や保健所等において、健康教育や電話相談等を行うなど性に関する科学的な

知識の普及を図る。 

 

○妊娠や家庭・家族の役割に関する教育・啓発普及 

・妊娠や不妊、家庭・家族の役割について早くから情報提供が行われるように啓

発普及を図る。特に、妊娠や家庭・家族の役割については、発達の段階に応じ

た適切な教育の推進を図る。 

 

○ライフイベントを踏まえたキャリア教育の推進 
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・社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通し

てキャリア発達を促すキャリア教育について、ライフイベントを踏まえたキャ

リア教育を含め、幼児期の教育から高等教育まで、発達の段階に応じて体系的

に推進する。 

 

○学校・家庭・地域における取組の推進 

・学校・家庭・地域において、生命を尊ぶことや男女が協力して家庭を築くこと

の重要性や、保育体験や乳幼児とのふれあい体験を含め、子育てに対する理解

を広める取組を推進する。 

 

Ⅱ－１（２）若い世代のライフイベントを応援する環境の整備 

 

（若い世代のライフイベントを応援する環境の整備） 

 

○若い世代の結婚・出産・育児を妨げない労働環境の整備 
・自らのキャリアが途切れることを懸念して結婚・出産を躊躇することがないよ

うにするために、結婚・出産・育児を経た後も自らの能力と経験に基づき復職

や再就職が可能となるよう、新規学卒後の初職就職時、復職や再就職の準備段

階及び育児と両立しながら勤務している際のキャリア形成支援等に取り組む。 

 

（多様なロールモデルの提示） 

 

○ロールモデルの提示 

・ライフステージの中で、就労する・しない、子供を持ちながら働き続ける、あ

るいは、地域で活躍を続けるなど様々なロールモデルの提示を推進する。 

 

（経営者・管理職の意識行動改革） 

 

○企業経営者等の意識変革 

・企業とそこで働く者が、協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職場

風土の改革とあわせ働き方の改革に自主的に取り組めるよう、企業経営者等の

意識変革を図るための働きかけや周知啓発、研修等を行う。 

 

○イクボスや子育てを尊重するような企業文化の醸成 

・子育てを行う従業員、残業を減らして労働生産性を上げる従業員や部下の仕事

と家庭の両立を支援する上司（イクボス）等を大切にする企業文化の醸成に向

けた取組を行う。 

  

（企業の両立支援の取組の「見える化」） 
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○一般事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法）の策定・公表の促進等 

・企業における次世代育成支援に関する取組が推進されるよう、中小企業を含め、

次世代育成支援対策推進法 11に基づく一般事業主行動計画の策定を促進する。 

 

・一般事業主行動計画の公表を促進するなどにより、企業の取組の「見える化」

を進める。 

 

・次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度及び次世代認定マーク（くるみん

マーク及びプラチナくるみんマーク）の広報・周知に努めるとともに、認定企

業の取組状況の公表を促しつつ、好事例を幅広く発信する。 

 

（企業等による事業所内保育施設等の設置の促進）（再掲） 

 

○企業等による事業所内保育施設等の設置の促進（再掲） 

 

（企業の少子化対策の取組に対するインセンティブ付与） 

 

○入札手続等におけるインセンティブの付与 

・女性活躍推進法 12及び「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に

関する取組指針」13に基づき、国や独立行政法人等が価格以外の要素を評価する

公共調達（総合評価落札方式・企画競争方式）を行う際に、女性活躍推進法に

基づく認定等を取得したワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を加点評

価することにより、これらの企業の受注機会の増大を図るとともに、取組状況

のフォローアップを行いながら着実に推進する。 

 

２ 結婚 

Ⅱ－２（１）経済的基盤の安定 

 

○若者の雇用の安定（再掲） 

 

○非正規雇用対策の推進（再掲） 

 

○結婚・子育て資金や教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の実施等 

（再掲） 

                                                   
11 平成 15 年法律第 120 号 
12 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号） 
13 2016 年 3 月 22 日すべての女性が輝く社会づくり本部決定 
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Ⅱ－２（２）地方公共団体による総合的な結婚支援の取組に対する支援等 

 

○地方公共団体による総合的な結婚支援の取組に対する支援等（再掲） 

 

○結婚支援におけるＡＩ等の適切な活用（再掲） 

 

Ⅱ－２（３）ライフプランを支える働き方改革 

 

（長時間労働の是正）（再掲） 

 

○長時間労働の是正及び年次有給休暇の取得促進（再掲） 

 

（多様で柔軟な働き方の実現に向けた取組）（再掲） 

 

○「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」等に基づく取組の推進 

 （再掲） 

 

○多様な正社員制度の導入・普及（再掲） 

 

○テレワークの推進（再掲） 

 

○転勤等に関する仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進の更なる 

取組（再掲） 

 

○時間単位の年次有給休暇制度の企業への導入促進（再掲） 

   

○国の率先的取組（再掲） 

 

（雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組）（再掲） 

 

○非正規雇用対策の推進（再掲） 

 

○雇用によらない働き方の者に対する支援（再掲） 

 

３ 妊娠・出産 
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Ⅱ－３（１）妊娠前からの支援 

 

（妊娠・出産等に関する医学的・科学的な知識の提供等） 

 

○女性健康支援センターにおける相談指導 

・女性健康支援センターにおいて、妊娠・出産等の各ライフステージに応じた身

体的・精神的な悩みについて、医師、保健師又は助産師等による相談指導を行

う。 

 

（不妊治療等への支援） 

 

○不妊専門相談センターの整備 

・男女を問わず、不妊治療や不育症治療に関する情報提供や相談体制を強化する

ため、不妊や不育症に関する医学的な相談や心の悩みの相談等を行う不妊専門

相談センターの整備を図る。 

 

○不妊治療に係る経済的負担の軽減等 

・不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額の医療費がかかる不妊治療（体

外受精、顕微授精）に要する費用に対する助成を行うとともに、適応症と効果

が明らかな治療には広く医療保険の適用を検討し、支援を拡充する。そのため、

まずは 2020 年度に調査研究等を通じて不妊治療に関する実態把握を行うとと

もに、効果的な治療に対する医療保険の適用の在り方を含め、不妊治療の経済

的負担の軽減を図る方策等についての検討のための調査研究を行う。あわせて、

不妊治療における安全管理のための体制の確保が図られるようにする。 

 

・不妊治療の治療水準の向上につなげるため、不妊症の治療方法等に関する研究

開発に取り組む。また、年齢が高くなると妊娠・出産に至る可能性が低くなる

こと、不妊の原因は男女どちらにもあり得ること、不妊治療を行っても子供を

授かることができない場合があること等を適切に情報提供する。 

 

○不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備 

・不妊治療について職場での理解を深めるとともに、仕事と不妊治療の両立に資

する制度等の導入に取り組む事業主を支援し、仕事と不妊治療が両立できる職

場環境整備を推進する。 

・国家公務員についても、人事院とも連携し、引き続き民間の状況を注視しつつ、

不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図っていく。 

 

Ⅱ－３（２）妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 
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（妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援）（再掲） 

  

○妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援（再掲） 

 

○予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等への支援（再掲） 

 

（妊娠・出産に関する相談支援の充実） 

 

○相談支援体制の整備（妊娠・出産、人工妊娠中絶等） 

・生涯を通じた女性の健康支援や児童の健やかな発達の視点から、妊娠・出産や

その後の子育て、人工妊娠中絶等の悩みを抱える者に対して、訪問指導等の母

子保健事業を活用した相談支援のほか、女性健康支援センター、児童相談所等

での相談援助体制の整備を図る。 

 

Ⅱ－３（３）安全かつ安心して妊娠・出産できる環境の整備 

 

（妊娠・出産に関する経済的負担の軽減） 

  

○妊婦健診や出産・産前産後休業期間中に係る経済的負担の軽減 

・市町村による妊婦等に対する早期の妊娠届出の勧奨とともに、妊婦健診の公費

負担、出産育児一時金及び産前産後休業期間中の出産手当金、社会保険料免除

などにより、妊婦等の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図る。 

・妊娠・出産についての希望を持つことができる環境をつくり、その実現を後押

しするため、妊娠・出産に関する経済的支援の在り方について、地方公共団体

における取組も含め、総合的に検討する。 

 

○産科医療補償制度の整備 

・全ての分娩機関の産科医療補償制度への加入により、分娩に関する紛争の防止・

早期解決を図るとともに、原因分析による将来の同種事例の防止に役立つ情報

の提供などにより、産科医療の質の向上を図る。 

  

（周産期医療の確保・充実等） 

 

○出産環境の確保 

・医学部入学定員の増加や医師の派遣等を行う事業等を通じて産科医の確保を図

り、また、産科医の処遇改善に取り組む医療機関の支援等を通じて、安心して

子供を産み育てることができる体制を充実させる。 
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○助産師の活用 

・限られた医療資源の下で、地域において安心・安全な出産ができる体制を確保

するため、産科医と助産師との適切な役割分担・連携のもとで、助産師がその

専門性を活かせる助産師外来や院内助産の開設を促進する。また、就業助産師

の偏在解消、助産実践能力の強化、助産学生等の実習施設確保を図るため、助

産師出向への支援を行う。 

 

○周産期医療体制の整備・救急搬送受入体制の確保 

・リスクの高い妊産婦や新生児等に高度な医療が適切に提供されるよう、地域に

おける周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及びそれを支える

地域周産期母子医療センター等の整備（新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）、母体･

胎児集中治療室（ＭＦＩＣＵ）の整備）や、小児科医・産科医の地域偏在の是

正に関する施策等を通じて周産期医療に携わる医師・助産師等を確保し、地域

の分娩施設と連携しながら救急搬送受入体制の確保を図る。 

 

（健康な体づくり、母子感染予防対策） 

 

○母子保健・母子感染予防対策の推進 

・母子保健の国民運動計画である「健やか親子 21（第２次）」においては、思春期

の女性や妊産婦の健康等に関する指標及び目標を定めており、これに基づき、

思春期の女性や妊産婦の健康管理の支援を行う。また、母子感染予防対策とし

て、妊婦健康診査における抗体検査等の実施、母子感染予防のための保健指導

等の支援体制の整備を進める。 

 

（マタニティハラスメントの防止等） 

 

○マタニティハラスメント等の防止 

・妊娠・出産、育児休業等の取得などを理由とする解雇その他の不利益な取扱い

やこれらに関するハラスメントの防止に向けて、事業主に対する説明会の開催

等により制度の周知を図り、企業への指導を徹底するとともに、労働者からの

相談に対し迅速かつ丁寧な対応を行う。 

 

○女性労働者の妊娠中及び出産後の母性健康管理の推進 

・中小企業を含め、企業における妊娠中及び出産後の母性健康管理の整備を進め

るため、医師等の指導事項を的確に伝達するための母性健康管理指導事項連絡

カードの活用促進のための見直しや、母性健康管理に関する制度の効果的な周

知・啓発等を行い、妊娠中及び出産後の女性労働者に対する適切な母性健康管

理の推進を図る。 
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４ 子育て 

Ⅱ－４（１）子ども・子育て支援 

 

（子ども・子育て支援新制度の着実な実施）（再掲） 

 

○地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実（再掲） 

 

（保護者の就業形態や就業の有無等にかかわらない多様な保育・子育て支援の拡充） 

（再掲） 

 

○保護者の就業形態や就業の有無等にかかわらない多様な保育・子育て支援の拡充 

（再掲） 

 

Ⅱ－４（２）子育てに関する経済的支援・教育費負担の軽減 

 

○児童手当の支給・在り方の検討（再掲） 

 

○幼児教育・保育の無償化の着実な実施（再掲） 

 

○高校生等への修学支援（再掲） 

 

○高等教育の修学支援（再掲） 

 

○国民健康保険料の負担軽減を行う地方公共団体への支援（再掲） 

 

Ⅱ－４（３）仕事と子育てを両立するための働き方改革 

 

（長時間労働の是正）（再掲） 

 

○長時間労働の是正及び年次有給休暇の取得促進（再掲） 

 

（多様で柔軟な働き方の実現に向けた取組）（再掲） 

 

○「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」等に基づく取組の推進 

 （再掲） 
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○多様な正社員制度の導入・普及（再掲） 

 

○テレワークの推進（再掲） 

   

○転勤等に関する仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進の更なる 

取組（再掲） 

 

○時間単位の年次有給休暇制度の企業への導入促進（再掲） 

   

○国の率先的取組（再掲） 

 

（雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組）（再掲） 

 

○非正規雇用対策の推進（再掲） 

 

○雇用によらない働き方の者に対する支援（再掲） 

 

Ⅱ－４（４）男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備、女性活躍の推進 

 

（保育の受け皿整備の一層の加速）（再掲） 

 

○「子育て安心プラン」等に基づく保育の受け皿の整備（再掲） 

 

○地域の実情に応じた保育の実施（再掲） 

 

（保育人材確保のための総合的な対策の推進）（再掲） 

 

○保育人材の確保（再掲） 

 

（放課後児童クラブ・放課後子供教室の整備及び一体的な実施）（再掲） 

 

○「新・放課後子ども総合プラン」の実施（再掲） 

 

（企業等による事業所内保育施設等の設置の促進）（再掲） 

 

○企業等による事業所内保育施設等の設置の促進（再掲） 

 

（高等学校等における妊娠した生徒への配慮）（再掲） 
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○高等学校等における妊娠した生徒への配慮（再掲） 

 

（育児休業や育児短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・充実）（再掲） 

 

○育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定着（再掲） 

 

○育児休業からの円滑な復帰の支援（再掲） 

 

○育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの防止（再掲） 

 

○非正規雇用労働者に対する支援（再掲） 

 

○正規雇用・非正規雇用にかかわらず妊娠・出産前後の継続就業の支援（再掲） 

 

（子育て等により離職した女性の再就職支援、地域活動への参画支援）（再掲） 

 

○子育て女性等の再就職支援（再掲） 

 

○女性の幅広い活躍を推進する学び直し支援（再掲） 

 

（女性の活躍の推進） 

 

○女性の職業生活における活躍の推進 

・2019年度に改正された女性活躍推進法に基づき、働く場面で活躍したいという

希望を持つ全ての女性が、その希望に応じて、仕事と家庭を両立し、個性と能

力を十分に発揮できる社会の実現を目指す。一般事業主行動計画の策定義務の

対象拡大や情報公表の強化等を内容とする改正女性活躍推進法の着実かつ円滑

な施行及びそれに向けた周知を図るとともに、行動計画の策定・届出が努力義

務となっている中小企業に対して行動計画策定の支援等を行うことにより、中

小企業を含む全国の企業の女性活躍に向けた取組を一層推進する。 

 

○農業経営体等における女性が働きやすい環境づくりの推進 

・農業経営において、福利厚生面の充実にもつながる法人化を進めるとともに、

労働時間の管理、休日・休憩の確保、家族経営協定の締結による就業条件の整

備、男女別トイレの整備、農作業安全対策の推進、女性農業者の託児や農作業

代替を地域で一体的にサポートするネットワークの構築支援等を通じ、子育て

期の女性でも働きやすい環境づくりを推進する。 

 

○地域における女性の活躍の推進 

・地域における女性の活躍を迅速かつ重点的に推進するため、地方公共団体が行
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う多様な主体の連携体制の構築等による地域の実情に応じた取組を支援すると

ともに、先進的取組の事業成果を広く共有することにより、モデル的な取組の

他地域への横展開を図る。 

 

Ⅱ－４（５）男性の家事・育児参画の促進 

  

○育児休業など男性の育児参画の促進（再掲） 

 

○男性国家公務員の育児に伴う休暇・休業の取得促進（再掲） 

 

○男性の家事・育児に関する啓発普及、意識改革（再掲） 

 

Ⅱ－４（６）子育ての担い手の多様化と世代間での助け合い 

 

（地域住民の参画促進による子育ての担い手の多様化）（再掲） 

 

○地域共生社会の実現に向けた取組の推進（再掲） 

 

○「子育て支援員」の養成（再掲） 

 

○地域の退職者や高齢者等の人材活用・世代間交流（再掲） 

 

（家族における世代間での助け合い）（再掲） 

 

○三世代同居・近居しやすい環境づくり（再掲） 

 

Ⅱ－４（７）多子世帯、多胎児を育てる家庭に対する支援 

 

（多子世帯に配慮した子育て、保育、教育、住居など様々な面での負担の軽減策の

推進）（再掲） 

 

○児童手当の支給・在り方の検討（再掲） 

 

○高等教育の修学支援（再掲） 

 

○多子世帯又は第３子以降を対象とする保育所等の優先利用（再掲） 
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○住宅政策における多子世帯への配慮・優遇措置（再掲） 

 

○子育て支援パスポート事業の普及・促進（再掲） 

 

（多胎児を育てる家庭に対する支援）（再掲） 

 

○多胎妊産婦等に対する支援（再掲） 

 

Ⅱ－４（８）住宅支援、子育てに寄り添い子供の豊かな成長を支えるまちづくり 

 

○融資、税制を通じた住宅の取得等の支援 

・子育て世帯が、子育てに適した住宅を取得し、又は子供の成長に応じ、増改築

や改修をしやすくできるよう、融資や税制等を活用し、子育てに適したゆとり

ある住宅の確保を図る。 

 

○良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促進 

・地域優良賃貸住宅制度や民間供給支援型賃貸住宅制度等により、子育て世帯等

を対象とした優良な賃貸住宅の供給を支援する。 

 

○新たな住宅セーフティネット制度の推進 

・改正住宅セーフティネット法 14に基づき、民間賃貸住宅等の空き室や空き家を

活用した、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録

を促進するとともに、住宅の改修や入居者負担の軽減等への支援を行う。また、

居住支援協議会や居住支援法人が行う相談・情報提供等に対する支援を行う。 

 

○公的賃貸住宅ストックの有効活用等による居住の安定の確保 

・公的賃貸住宅において、事業主体による子育て世帯等に対する当選倍率優遇等

の対応を推進する。 

 

○公的賃貸住宅と子育て支援施設との一体的整備等の推進 

・公的賃貸住宅・団地の建替え等に際し、子育て支援施設等との合築・併設を推

進する。また、住宅団地等における子育て支援施設等の整備を推進するととも

に、子育て世帯等の居住の安定確保に資する先導的取組に係る提案を募集し、

その実現・普及を支援する。 

 

○街なか居住等の推進 

・職住近接で子育てしやすい都心居住、街なか居住を実現するため、住宅の供給

                                                   
14 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法律第 112 号） 
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や良好な住宅市街地などの環境整備を行う。 

 

○子育てフレンドリーで安全な都市の実現 

・子育てしやすい都市づくりを推進するため、職場に近接して子育て支援施設を

導入する事業等や子育てしやすい住宅ストックへのリフォームに対して支援を

実施する。 

 

○金融支援を通じた子育て支援施設を含む優良な民間都市開発事業の推進 

・（一財）民間都市開発推進機構が実施する金融支援（出資等）により、子育て支

援施設を含む優良な民間都市開発事業を推進する。 

 

○小中学校の余裕教室、幼稚園等の活用による地域の子育ての拠点づくり 

・小中学校の余裕教室、幼稚園等を活用し、地域における子育て支援や親子交流

等の機能を担う場の設置を促進する。 

 

Ⅱ－４（９）子供が健康で、安全かつ安心に育つ環境の整備 

 

（小児医療の充実） 

 

○小児医療の充実 

・子供が地域において、休日・夜間を含めいつでも安心して医療サービスを受け

られるよう、小児初期救急センターや小児救急医療拠点病院、小児救命救急セ

ンター等の整備とともに、休日・夜間における小児の症状等に関する保護者等

の相談に対し小児科医・看護師等が電話で助言を行う「子ども医療電話相談事

業（♯８０００事業）」の整備を支援することなどにより、小児医療の充実を図

る。 

 
○小児慢性特定疾病対策等の充実 

・児童福祉法 15に基づき、小児期における小児がん等特定の疾病（小児慢性特定

疾病）に対する医療費助成や患者の自立を支援する事業を進めるなど、小児慢

性特定疾病に対する総合的な対策の充実を図るほか、母子保健法 16に基づく未

熟児の養育医療費の給付等を行う。 

 

○予防接種の推進 

・定期の予防接種を円滑に受けられるような環境の確保に努め、伝染のおそれが

ある疾病の発生及びまん延の予防を図る。 

 

                                                   
15 昭和 22 年法律第 164 号 
16 昭和 40 年法律第 141 号 
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○こころの健康づくり 

・児童思春期における心の問題に対応できる専門家を養成するための研修を行う

などにより、精神保健福祉センター、児童相談所などにおける専門相談の体制

を強化する。また、児童生徒の心身の健康や教育に関する相談体制の充実を図

る。 

 

（子供の健やかな育ち） 

 

○学校の教育環境の整備等 

・幼児教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるため、更な

る質の向上に取り組むなど、その振興を図る。 

 

・「生きる力」をより一層はぐくむことを目指すとともに、学校の教育環境の整備

を推進する。 

  

○地域ぐるみで子供の教育に取り組む環境の整備 

・地域全体で子供たちの成長を支える地域学校協働活動とコミュニティ・スクー

ル（学校運営協議会制度）の一体的な推進による地域と学校の連携・協働を進

め、地域ぐるみで子供たちを健やかにはぐくむ体制を構築する。 

 

・地域において、子供たちの健やかな育ちを支え、保護者が安心して家庭教育を

行うことができるよう、子育ての悩みや不安を抱えながらも、自ら学びや相談

の場などにアクセスすることが困難な家庭等に配慮しつつ、地域の多様な人材

を活用した家庭教育支援チーム等による保護者に対する学習機会や情報の提供、

相談対応等、地域の実情に応じた家庭教育支援の取組を推進する。 

 

○いじめ防止対策の推進 

・いじめ防止対策推進法 17及び「いじめの防止等のための基本的な方針」18に基づ

き、国・地方公共団体・学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、い

じめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめの防止等のための措置を総合

的かつ効果的に推進する。 

 

・スクールサポーターの学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期把握に努

めるとともに、把握したいじめ事案の重大性及び緊急性、被害児童等及びその

保護者の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携しながら、

的確な対応を推進する。 

 

○「食育」等の普及・促進及び多様な体験活動の推進 

                                                   
17 平成 25 年法律第 71 号 
18 2013 年 10 月 11 日文部科学大臣決定 
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・子供の健やかな育ちのため、食育、消費者教育・金融教育等の普及・促進を行

うとともに、地域や学校における体験活動、文化・芸術活動、自然とのふれあ

い、農林漁業体験や都市と農山漁村との交流体験、子供の遊び場の確保（公園、

水辺、森林）等を推進する。 

 

（地域の安全の向上） 

 

○災害時の乳幼児等の支援 

・地方公共団体において、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十分配慮した防災知識

の普及、訓練の実施、物資の備蓄等を行うとともに、指定避難所における施設・

設備の整備に努め、災害から子供を守るための関係機関の連携の強化を図るこ

とを促進する。 

 

○子供の事故防止 

・家庭内における子供の事故防止について、母子保健事業等の機会を活用し保護

者に周知・指導を行うほか、建築物、公園等の施設や製品などに関する子供の

事故情報の収集・調査や情報提供により、事故の未然・再発防止及び安全性の

向上を図る。 

 

・子供の事故防止について、国自らの取組を加速化・重点化するとともに、家庭、

学校、サークル、消費者団体、事業者、地方公共団体等の取組を促進する「子

どもを事故から守る！プロジェクト」を展開する。 

 

○予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review）の体制整備 

・子供が死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機関、警察、消防、行政関係

者等）が、子供の既往歴や家族背景、死に至る直接の経緯等に関する様々な情

報を基に死因調査を行うことにより、効果的な予防対策を導き出し予防可能な

子供の死亡を減らすことを目的とした Child Death Reviewについて、予防のた

めの子どもの死亡検証体制整備モデル事業を実施する。 

 

○幼稚園・保育所等における事故の発生・再発防止 

・政府において開催する有識者会議において、地方公共団体による死亡事例等の

重大事故に関する検証報告等を踏まえ、事故の再発防止策について検討するほ

か、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイド

ライン」19の周知など、関係省庁や地方公共団体が連携して、幼稚園・保育所等

における事故の発生・再発防止のための取組を進める。 

 

○交通安全教育等の推進 

                                                   
19 2016 年３月 31 日内閣府・文部科学省・厚生労働省公表 
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・子供の発達段階に応じた交通安全教育を推進するとともに、チャイルドシート

の正しい使用の徹底や、幼児二人同乗用自転車の安全利用の普及などを図る。 

 

○犯罪等の被害の防止 

・学校、家庭やＰＴＡ等の団体、地域住民、関係各機関等が連携し、地域ぐるみ

で子供の安全を守る環境の整備を推進する。通学路や通学時間帯に重点を置い

た警察官によるパトロールを強化するとともに、退職した警察官等からなるス

クールサポーターを学校へ派遣し、児童の安全確保に関する助言を行うなど、

学校と連携して学校や通学路における子供の安全確保を推進する。また、防犯

ボランティア等によるパトロール活動や「子供 110 番の家」の活動に対する支

援を行う。さらに、子供が被害に遭った事案等の発生に関する情報について、

教育委員会、小学校、中学校等との情報共有及び地域住民への情報発信を推進

する。 

 

・学校と関係機関が連携して計画的・組織的に学校安全を推進するセーフティプ

ロモーションスクールの考え方を参考に学校安全体制を構築するとともに、子

供自らが安全な行動をとれるようにするための安全教育の取組を推進する。ま

た、小学校等における防犯教室の開催等、子供に対する被害防止教育を推進す

る。 

 

・インターネットに起因する子供の犯罪被害等を防止するため、関係機関・団体

等と連携し、フィルタリング等の利用を促進するほか、入学説明会等の機会を

捉えた保護者に対する啓発活動や子供に対する情報モラル教育等の取組を推進

する。 

 

・都道府県警察本部に設置された「子供女性安全対策班」等により、性犯罪等の

前兆とみられる声掛け、つきまとい等の段階で行為者を特定し、検挙又は指導・

警告等の措置を講ずる活動を推進し、子供を被害者とする性犯罪等の未然防止

を図る。 

 

○子供の健康に影響を与える環境要因の解明 

・子供の成長・発達に影響を及ぼす環境要因（環境中の化学物質の曝露、生活環

境等）を解明し、子供が健やかに育つ環境の実現を目指すため、「子どもの健康

と環境に関する全国調査（エコチル調査）」を実施する。 

 

Ⅱ－４（10）障害のある子供、貧困の状況にある子供、ひとり親家庭等

様々な家庭・子供への支援 
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（貧困の状況にある子供への支援） 

 

○子供の貧困対策の推進 

・現在から将来にわたって全ての子供たちが前向きな気持ちで夢や希望を持つこ

とのできる社会の構築を目指し、「子供の貧困対策に関する大綱」20に基づき、

教育の支援、妊娠・出産期からの相談・支援、保護者の就労支援や困窮家庭の

家計改善支援など、子供の貧困対策を総合的に推進する。 

 

（ひとり親家庭支援） 

 

○子育て・生活支援 

・ファイナンシャルプランナー等の専門家を活用した家計管理等の講習会の実施、

家庭生活支援員の派遣による家事援助や未就学児の保育等サービスの提供等に

よる生活支援を推進する。 

 

・ひとり親家庭の子供の基本的な生活習慣や学習習慣の定着に向けて、放課後児

童クラブ等の終了後に生活習慣の習得・学習支援、食事の提供等を行うことが

可能な居場所づくりを推進する。 

 

○就業支援 

・母子家庭等就業・自立支援センター等においてきめ細かな就業支援を実施する。

また、トライアル雇用助成金等の各種雇用関係助成金の活用を推進する。 

 

・就職に有利になる資格の取得や主体的な能力開発の取組を促進し、生活の安定

を図るため、ひとり親家庭の保護者に対する高等職業訓練促進給付金等や自立

支援教育訓練給付金により、ひとり親家庭の生活の安定に資する就業に向けた

資格取得を促進する。 

 

・公共職業訓練において、母子家庭の母及び父子家庭の父の特性に応じた訓練コ

ースや託児サービスを付加した訓練等を実施する。 

 

○養育費の確保等 

・債務名義を有する債権者等が強制執行の申立てをする準備として債務者の財産

に関する情報を得やすくするため、民事執行法 21の改正により、現行の財産開

示手続をより利用しやすく実効的なものにするとともに、債務者の有する不動

産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する

手続を新設することとしたため、関係機関等にこれらの制度を周知する。また、

資力の乏しい者でもこれらの手続を円滑に利用できるようにするため、法律相

                                                   
20 2019 年 11 月 29 日閣議決定 
21 昭和 54 年法律第４号 
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談援助や弁護士費用等の立替えを行う日本司法支援センター（法テラス）の民

事法律扶助について、関係機関等への周知に努める。 

 

・母子家庭等就業・自立支援センターや養育費相談支援センター等において、養

育費に関する相談支援を行う。 

 

・市区町村において離婚届の用紙と同時に交付しているパンフレット（「子どもの

養育に関する合意書作成の手引きとＱ＆Ａ」）等を通じて、父母の離婚時におけ

る養育費及び面会交流の取決めの重要性等の周知を図る。 

 

○経済的支援 

・児童扶養手当を支給するとともに、母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付けによ

り経済的な支援を実施する。 

 

（児童虐待の防止、社会的養育の充実） 

 

○児童福祉法等改正法の着実な施行 

・2019年に成立した児童福祉法等改正法 22に基づき、体罰等によらない子育ての

推進、児童相談所の体制強化及び婦人相談所等関係機関間の連携強化等を着実

に進めていくとともに、検討規定に基づく必要な検討を進める。 

 

○児童虐待防止に向けた普及啓発 

・児童虐待を発見した人や子育てに悩みを抱える人が適切に通告・相談できるよ

う、児童相談所虐待対応ダイヤル（１８９）等を広く国民に周知するとともに、

児童虐待防止推進月間等での啓発活動により、社会全体として児童虐待を防止

する機運を高める。 

 

○児童虐待の未然防止、重篤化防止のための早期対応 

・市町村における「子ども家庭総合支援拠点」、「要保護児童対策地域協議会」の

機能強化を図るとともに、児童相談所・市町村において相談、支援を行う児童

福祉司等の確保や専門性の向上、警察、母子保健担当部署等の関係機関との連

携や民間団体との協働、育児支援が必要な家庭への訪問支援、ＳＮＳを活用し

た相談窓口の設置などにより、虐待通告や子育ての悩み相談、子供からの相談

に対して確実に対応できる体制の強化を図る。また、保育所や幼稚園、小・中

学校等の関係機関との連携等により、児童虐待への早期対応体制の充実を図る。 

 

○社会的養育が必要な子供への支援 

・社会的養育が必要な子供に対して、家庭と同様の環境である里親やファミリー

                                                   
22 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律（令和元年法律第 46 号） 
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ホームで養育されるよう支援する。このため、2016年の児童福祉法改正におい

て法定化された「家庭養育優先の原則」の理念に基づき、里親の開拓や里親養

育への支援、特別養子縁組への支援等を進める。 

 

○施設退所児童等の自立支援策の推進 

・児童養護施設に入所していた子供等に対して、必要に応じて 18 歳到達後も原則

22歳の年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住して必要な支援を提

供する。 

 

・社会的養護自立支援事業の各都道府県での積極的な実施の促進、自立支援資金

貸付事業の継続実施、施設における自立支援体制の強化等、子供の自立に向け

た施設内及び施設退所後の継続的・包括的な支援体制を構築する。 

 

・被虐待児等の増加を踏まえ、障害児施設における社会的養育機能の強化を図る。 

 

○被措置児童等虐待の防止 

・児童養護施設等に入所する児童の権利擁護の強化や、基幹的職員（スーパーバ

イザー）の養成研修などケアの質の確保のための取組の推進などにより、被措

置児童等虐待の防止の徹底を図る。 

 

○社会的養育関係施設における地域支援機能の充実 

・児童養護施設や乳児院において、在宅支援機能や里親支援機能等の多機能化・

機能転換が図られるよう支援する。 

 

（障害のある子供等への支援） 

 

○障害のある子供の保育等 

・障害のある子供ができるだけ身近な地域で、障害の特性に応じた療育などが受

けられるよう支援するとともに、子供の育ちに必要な集団的な養育のため、保

育所や幼稚園等における障害のある子供の受入体制の整備促進を図る。 

 

○関係機関の連携の強化による支援の実施 

・障害のある子供とその家族を支えていくために、乳児期、就学前、学齢期、青

年期などライフステージに応じた切れ目のない支援を行うとともに、保健・医

療・福祉・保育・教育・労働など様々な関係者が連携して支援を行えるよう、

地域の支援体制の確立を図る。 

 

○医療的ケアが必要な子供への支援の充実 

・人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する

状態にある子供が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援を円滑に受ける
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ことができるようにするなど、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括

的な支援体制の構築を図る。 

 

○発達障害のある子供への支援の充実 

・より効果的なスクリーニングツールの導入等による発達障害が疑われる子供の

早期発見、発達障害の特性に合った対応を親が行えるようにするための有効な

支援策の開発・普及、診断を行える専門的な医療機関の確保、相談支援体制の

充実などにより、地域における支援体制の充実を図る。 

 

○「気づき」の段階からの支援 

・乳幼児健診や子育て家庭の利用する様々な施設・事業において、特別な支援が

必要となる可能性のある子供を早期に発見し、適切な専門機関につなぐこと等

により、「気づき」の段階からの支援の充実を図る。 

 

○特別支援教育の推進  

・教育基本法 23や、インクルーシブ教育システムの構築という障害者権利条約の

理念等を踏まえ、発達障害を含む障害のある子供一人一人のニーズに応じた一

貫した支援を行うために、医療的ケア児への支援を含め、関係機関等の連携に

より学校現場における特別支援教育の体制整備を進めるとともに、教員の特別

支援教育にかかわる専門性の向上等により、特別支援教育の推進を図る。   

 

（ニート、ひきこもり等の子供・若者への支援） 

 

○地域のネットワークを通じた子供・若者への支援 

・ニートやひきこもり等の子供・若者が社会生活を円滑に営むことができるよう

にするため、「子ども・若者支援地域協議会」の設置促進等に取り組み、教育、

福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用など地域における様々な機関による

ネットワークの形成を促し、困難を有する子供・若者への支援の効果的かつ円

滑な実施を図る。 

 

（遺児への支援） 

 

○遺児への支援 

・様々な事情により遺児となった子供に対し、適切な心のケアや生活支援、修学

支援等が行われるよう、必要な取組を行う。 

 

（定住外国人の子供に対する就学支援） 
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○定住外国人の子供に対する就学支援 

・公立学校等への受入促進・日本語指導の体制整備など、日本語指導が必要な外

国人児童生徒等のための支援の充実を図る。また、不就学の外国人の子供の就

学促進のための取組に対する支援を推進する。 

 

Ⅱ－４（11）社会全体で子育てを応援する機運の醸成 

 

（子育て世帯をやさしく包み込む社会的機運の醸成） 

 

○多様な主体の連携による子育てにやさしい社会的機運の醸成（再掲） 

 

○子育て支援パスポート事業の普及・促進（再掲） 

  

○「家族の日」「家族の週間」等を通じた理解促進（再掲） 

 

○マタニティマーク、ベビーカーマークの普及啓発（再掲） 

 

（妊娠中の方や子供連れに優しい施設や外出しやすい環境の整備）（再掲） 

 

○公共交通機関での子供連れ家族への配慮などの環境整備（再掲） 

 

○子育てバリアフリーの推進（再掲） 

 

○道路交通環境の整備（再掲） 

 

Ⅱ－４（12）子育て分野におけるＩＣＴやＡＩ等の適切な活用 

 

○地域におけるＡＩ・ＩｏＴ等の活用の推進（再掲） 

 

○子育てワンストップサービスの推進（再掲） 

 

○子育てノンストップサービスの推進（再掲） 

 

○ＩＣＴを活用した子育て支援サービス（Baby tech）の普及促進（再掲） 
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　　目　　標（注１）
現　　状

（大綱策定時の直近値）

（参考）
前回大綱（2015年3月20日閣議決定）

における数値目標

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画に
おける「量の見込み」の結果等を踏まえ設定

３０６万人
（2019年4月1日）（注３）

２６７万人
（2017年度末）

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画に
おける「量の見込み」の結果等を踏まえ設定

１２３万人（実績）
（2019年4月1日）（注４）

１１６万人
（2017年度末）

解消を目指す
（2020年度末）

１６,７７２人
（2019年4月1日）

解消をめざす
（2017年度末）

１万か所以上で一体型の実施を目指す
（2023年度末）

５,３６１か所
（2019年5月）

１万か所以上で一体型の実施
をめざす

（2019年度末）

１５２万人
（2023年度末）

約１３０万人
（2019年5月）

１２２万人
（2019年度末）

全小学校区での実施を目指す
（2023年度末）

１９,２６０教室
（2019年11月）

全小学校区での実施をめざす
（2019年度末）

解消を目指す
（2021年度末）

１８,２６１人
（2019年5月）

解消をめざす
（2019年度末）

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画に
おける「量の見込み」の結果等を踏まえ設定

１,０９５か所
（2018年度）

１,８００か所
（2019年度末）

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画に
おける「量の見込み」の結果等を踏まえ設定

７,４３１か所
（2018年度）

８,０００か所
（2019年度末）

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画に
おける「量の見込み」の結果等を踏まえ設定

延べ４７９万人
（2018年度確定ベース）

延べ１,１３４万人
（2019年度）

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画に
おける「量の見込み」の結果等を踏まえ設定

８９０市町村
（2018年度確定ベース）

９５０市町村
（2019年度）

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画に
おける「量の見込み」の結果等を踏まえ設定

延べ１０１万人
（2018年度確定ベース）

延べ１５０万人
（2019年度）

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画に
おける「量の見込み」の結果等を踏まえ設定

１０７万人
（2018年度）

１０１万人
（2019年度）

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画に
おける「量の見込み」の結果等を踏まえ設定

延べ９.６万人
（2018年度実績)

延べ１６万人
（2019年度）

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画に
おける「量の見込み」の結果等を踏まえ設定

延べ５.０万人
（2018年度実績)

延べ１４万人
（2019年度）

全市町村での実施を目指す
（2025年）

１,４７６市町村
（2017年4月1日）

全市町村での実施をめざす

全小児医療圏
（2025年）

３２０（全国３３５中）
（2019年4月1日）

全小児救急医療圏

全ての小中学校区において
地域学校協働活動を推進

（2022年度）

５０.５％
（2019年度）

―

全ての公立学校において
コミュニティ・スクールを導入

（2022年度）

２１.３％
（2019年度）

―

改善
（2022年度）

３４.２％
(2016年度)

―

９０％以上
（2020年度）

７６.０％
(2019年3月公表）

９０％以上
（2015年度）

全都道府県・市・福祉事務所設置町村
（2025年度）

９６.６％
（2018年度）

全都道府県・市・
福祉事務所設置町村

全都道府県・市・福祉事務所設置町村
（2025年度）

９５.１％
（2018年度）

全都道府県・市・
福祉事務所設置町村

全市町村に設置
（2022年度）

３３２か所（２８３自治体）
（2019年4月）

―

１００％
（2025年）

８７.３％
（2018年2月調査時点）

９０％

施策に関する数値目標

項　　目

子育て支援

認可保育所等の定員（注２）

うち３歳未満児

保育所待機児童数

地域子育て支援拠点事業

一時預かり事業（幼稚園型を除く）（注６）

ファミリー・サポート・センター事業

病児保育（注７）

延長保育

短期入所生活援助事業（ショートステイ）（注８）

新・放課後子ども総合プラン
（一体型を中心とした放課後児童クラブと放課後子供教室の計画的な整備）

　

放課後児童クラブ

放課後子供教室

放課後児童クラブの利用を希望するが利用できない児童数

利用者支援事業（注５）

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入率

地域において子育ての悩みや不安を相談できる人がいる保護者の割合

「食育」に関心を持っている国民の割合

ひとり親家庭への支援

高等職業訓練促進給付金等事業を実施している都道府県・市・福祉事務
所設置町村

自立支援教育訓練給付金事業を実施している都道府県・市・福祉事務所
設置町村

夜間養護等事業（トワイライトステイ）（注９）

養育支援訪問事業

常時診療体制が確保されている小児救急医療圏数（注10）

地域ぐるみで子供の教育に取り組む環境の整備

地域と学校が連携・協働する体制の構築（注11）

地域学校協働本部の整備率

市町村子ども家庭総合支援拠点

要保護児童対策地域協議会の調整機関に専門職員を配置している市町村
の割合

別添２
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　　目　　標（注１）
現　　状

（大綱策定時の直近値）

（参考）
前回大綱（2015年3月20日閣議決定）

における数値目標
項　　目

７５％
（2024年度末）

－ ―

７５％
（2026年度末）

－ ―

５０％
（2029年度末）

－ ―

年間１,０００件
（2024年度末）

６１６件
（2017年）

―

低下
（2025年）

５６.３％
（2015年）

低下

低下
（2025年）

６９.８％
（2015年）

低下

全ての世代と同水準を維持
（2024年度まで）

　１５～３４歳の割合:９６.３％
全ての世代の割合:９５.８％
（2020年1月～3月期平均）

全ての世代と同水準をめざす
（2020年）

１１４万人
（2025年）

１３８万人
（2019年）

１２４万人
（2020年）

３００万人
（2020年）

２４３.５万人
（2020年1月末【速報値】）

３００万人
（2020年度）

８０％
（2025年）

６８％
（2015年）

８０％
（2020年）

全市町村
（2025年）

１,７３４市町村
（2017年4月1日）

全市町村

全都道府県・指定都市・中核市
（2025年度）

７６都道府県市
(2019年7月1日）

全都道府県・指定都市・
中核市

（2019年度）

２.８（出産10万対）
（2025年）

３.３（出産10万対）
（2018年度）

―

９５％
（2025年）

９３％
（2015年）

９５％
(2020年）

８０％
（2025年）

７７％
（2015年）

―

８５.０％
（2024年度）

８２.８％
（2017年度）

―

向上
（2025年）

５３.９％
（2019年3月）

―

７０％
（2025年）

５３.１％
（2015年）

５５％
（2020年）

８２％
（2025年）

７７.７％
（2019年）

７３％
(2020年)

３０％
（2025年）

６.１６％
（2018年度）

１３％
（2020年）

８０％
（2025年）

５８.７％
（2018年）

８０％

１日あたり２時間３０分
（2020年）

１日あたり８３分
（2016年）

１日あたり２時間３０分
（2020年）

５％
（2025年）

６.４％
（2019年）

５％
(2020年）

１５.４％
（2020年）

９.８％
（2019年）

―

７０％
（2025年）

５２.４％
（2018年）

７０％
（2020年）

全ての企業
（2025年）

６４.０％
（2019年）

全ての企業
（2020年）

里親等委託率（学童期以降）

特別養子縁組の成立件数

理想の子ども数を持たない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎる
から」を挙げる人の割合

理想の子ども数が３人以上の方で理想の子ども数を持たない理由として「子
育てや教育にお金がかかりすぎるから」を挙げる人の割合（注12）

結婚・妊娠・出産

若い世代の正規雇用労働者等（自らの希望による非正規雇用労働者等を含
む。）の割合

社会的養育の充実

里親の拡充

里親等委託率（３歳未満）

里親等委託率（乳幼児）

夫婦子ども数予定実績指標（注14）

夫婦子ども数予定実績指標（若い世代）（注15）

妊娠・出産について満足している者の割合

人生設計（ライフプラン）について考えたことがある人の割合

働き方

第１子出産前後の女性の継続就業率

フリーターの数

ジョブ・カード取得者数　（累計数）

結婚希望実績指標（注13）

乳児家庭全戸訪問事業

不妊専門相談センター

妊産婦死亡率

年次有給休暇取得率

労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けている割合

女性（２５～４４歳）の就業率

男性の育児休業取得率

男性の配偶者の出産直後の休暇取得率（注16）

６歳未満の子供をもつ男性の育児・家事関連時間

週労働時間６０時間以上の雇用者の割合

テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合（注17）
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　　目　　標（注１）
現　　状

（大綱策定時の直近値）

（参考）
前回大綱（2015年3月20日閣議決定）

における数値目標
項　　目

４,３００社
（2025年）

３,３１２社
（2020年3月末）

３,０００社
（2020年）

全都道府県
（2020～2024年度累計）

― ―

３０％
（2025年）

２２.７％
（2019年3月）

―

６５.０％
（2024年度）

５８.１％
(2018年度)

５０.０％
（2018年度）

５０.０％
（2020年）

３８.７％
（2019年11月）

５０.０％
（2020年）

２８％
（2020年）

１７％
（2013年度）

２８％
（2020年度）

１００％
（2020年度）

８９％
（2018年度末）

１００％
（2020年度）

１００％
（2020年度末）

９８.７％
(2018年度末)

１００％
（2016年度末）

１００％
（2020年度）

９０.４％
（2018年度）

１００％
（2020年度）

約６０％
（2020年度）

約５７％
（2018年度末）

約６０％
（2020年度）

６０％
（2020年）

６０％
（2018年度）

約６０％
（2020年度）

約７０％
（2020年度）

７３.２％
（2018年度末）

約７０％
（2020年度）

約７０％
（2020年度）

５８.８％
（2018年度末）

約７０％
（2020年度）

約２５％
（2020年度）

５.１％
（2018年度末）

約２５％
（2020年度）

約２,１００台
(2020年度)

１,０１３台
（2018年度末）

―

約５０％
（2020年度）

４６.２％
（2018年度末）

約５０％
（2020年度）

１００％
（2020年度）

９８.２％
（2018年度末）

１００％
（2020年度）

約４４,０００台
（2020年度）

２８,６０２台
（2018年度末）

約２８,０００台
（2020年度）

５０％
（2025年）

４５.２％
（2019年3月）

５０％

くるみん取得企業（注18）

地域・社会

地域評価指標等を活用して「地域アプローチ」による少子化対策に取り組む
都道府県数

子育て世帯における子育て支援パスポートの認知度

子育てのバリアフリー（公共交通関係）

バリアフリー化された鉄軌道車両の導入割合

ノンステップバスの導入割合

リフト付きバス等の導入割合

バリアフリー化された貸切バスの導入台数

バリアフリー化された旅客船の導入割合

マタニティマークの認知度

ベビーカーマークの認知度

共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な
住宅ストックの比率

子育てのバリアフリー（道路・施設）

特定道路（注19）におけるバリアフリー化率

主要な生活関連経路における信号機等のバリアフリー化率

旅客施設（注20）のバリアフリー化率

園路及び広場がバリアフリー化された都市公園の割合

不特定多数の者等が利用する一定の建築物（注21）のバリアフリー化率

（注４）企業主導型保育事業については除く。
（注５）地域子育て支援拠点事業等で実施する「利用者支援」と「地域連携」を共に実施する形態である「基本型」と、主として行政機関の窓口等を活用して主に「利用者支援」を実施する形態である「特定型」の実施か所数
の合計。

（注６）幼稚園において在園児を対象として行っている幼稚園型を除く一時預かり事業であり、主に地域の子供（非在園児）を対象とするもの。
（注７）病後児の保育を含む。
（注８）保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合、又は育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童を児童養護施設等で一
時的に預かる事業。

（注９）保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、その児童を児童養護施設等において保護し、生活指導、食
事の提供等を行う事業。

バリアフリー化された航空機の導入割合

福祉タクシーの導入台数

結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会の実現に向かっていると考える人の
割合

（注１）本大綱の策定後に、他の閣議決定等で各項目の数値目標が更新された場合は、それを踏まえた最新の数値目標を公表する。また、各数値目標の進捗のフォローアップは、最新の数値目標を踏まえて行う。
（注２）認可保育所等とは、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業、地方公共団体が一定の施設基準に基づき運営費支援等を行っている認可外保育施設等をいう。
（注３）企業主導型保育事業については、2019年3月31日時点における2019年4月1日受け皿見込み。

（注21）百貨店、劇場、老人ホーム等の不特定多数の者又は主に高齢者、障害者等が利用する建築物について、床面積2,000㎡以上のものを新築等する際に段差解消等のバリアフリー化を実施することとされている。

（注15）結婚持続期間５～９年の夫婦の平均予定子ども数（当該夫婦が調査対象であった期間の結婚持続期間０～４年及び５～９年夫婦の平均）に対する平均出生子ども数（結婚持続期間５～９年の夫婦の子供数）の比
率。

（注16）配偶者の出産後２か月以内に半日又は１日以上の休み（年次有給休暇、配偶者出産時等に係る特別休暇、育児休業等）を取得した男性の割合。
（注17）雇用型就業者全体のうち、勤務先に「テレワーク制度等が導入されている」と回答した雇用型テレワーカーの割合。
（注18）次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てを支援する企業として認定を受けた企業。
（注19）駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路のうち、多数の高齢者、障害者等が通常徒歩で移動する道路の区間として、指定された道路。
（注20）１日当たりの平均利用者数が３千人以上の旅客施設（鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、空港旅客ターミナル）。

（注10）2024年より小児救急医療圏から小児医療圏として整理される予定。
（注11）第三期教育振興基本計画（2018～2022）に基づき、地域学校協働本部の整備やコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入など、学校と地域が組織的に連携・協働する体制の構築を目指すもの。
（注12）予定子ども数が理想子ども数より少ない夫婦のうち、理想子ども数が３人以上で予定子ども数が２人以上の夫婦が、理想の子ども数を持たない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」を選択する割
合。

（注13）結婚の希望（既に希望を実現したと考えられる有配偶者を含む。）と、「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の期間（５年間）経過後の結婚の実績の対比を指標として設定。具体的には、「調査時点より５年前にお
ける、18～34歳の人口に占める有配偶者の割合と５年以内の結婚を希望する者の割合の合計（A）」に対する「調査時点における23～39歳の人口に占める有配偶者の割合（B）」の比率（＝B／A）を算出。

（注14）夫婦の平均予定子ども数（完結出生児数の調査対象となる夫婦が調査対象であった期間の平均）に対する完結出生児数（結婚持続期間15～19年の夫婦の子供数）の比率。



新たな「少子化社会対策大綱」を、令和２年５月29日に閣議決定。
基本的な目標として「希望出生率1.8」の実現を掲げ、目標実現のための具体的な道筋を示す狙い。

少子化社会対策大綱のポイント

2019年の出生数は86万5,239人と過去最少（「86万ショック」）
少子化の進行は、人口の減少と高齢化を通じて社会経済に多大な影響を及ぼす、国民共通の困難
少子化の背景にある、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む隘路の打破に強力に取り組む必要

背景

新型コロナウイルスの流行は、安心して子供を生み育てられる環境整備の重要性を改めて浮き彫りにした
非常時の対応にも留意しながら、事態の収束後に見込まれる社会経済や国民生活の変容も見通しつつ、総合的な少子化対策
を進める

新型コロナウイルス

「希望出生率1.8」の実現に向けて、ライフステージに応じた総合的な少子化対策を大胆に進める

更に強力に少子化対策を推し進めるために必要な安定財源の確保について、国民各層の理解を得ながら、社会全体での
費用負担の在り方を含め、幅広く検討を進める

結婚支援

地方公共団体が
行う総合的な結
婚支援の一層の
取組を支援

結婚に伴う新生
活のスタート
アップに係る経
済的負担を軽減

仕事と子育ての両立
＜男性の家事・育児参画促進＞
男性の育休取得30％目標に
向けた総合的な取組の推進

＜育児休業給付＞
上記取組の推進状況を踏まえ、
中長期的な観点から、その充
実を含め、効果的な制度の在
り方を総合的に検討

＜待機児童解消＞
保育の受け皿確保

地域・社会による
子育て支援

保護者の就業の有無等にか
かわらず多様なニーズに応
じて、全ての子育て家庭が、
それぞれが必要とする支援
にアクセスでき、安全かつ
安心して子供を育てられる
環境を整備

経済的支援
＜児童手当＞

財源確保の具体的な方策と併せて、
子供の数や所得水準に応じた効果
的な給付の在り方を検討

＜高等教育の修学支援＞
多子世帯に更に配慮した制度の
充実を検討

＜幼児教育・保育の無償化＞
2019年10月からの無償化を着実
に実施

妊娠・出産への支援
＜不妊治療＞

不妊治療の費用助成を行う
とともに、適応症と効果が
明らかな治療には広く医療
保険の適用を検討し、支援
を拡充

＜切れ目のない支援＞
産後ケア事業の充実等

主な施策

【結婚しない理由】
男女とも「適当な相手に
めぐり会わない」が最多

【理想の子供数を持たない理由(理想1人)】
欲しいけれどもできないから（74.0％）
高年齢で生むのはいやだから（39.0％）

【理想の子供数を持たない理由(理想3人)】
子育てや教育にお金がかかりすぎるから（69.8％）

【夫の休日の家事・育児時間別にみた第2子以降の出生割合】
家事・育児時間なし：10.0％ ６時間以上：87.1％
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